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第一日   平成二十六年九月九日           開  議  午前十時  

 

○委員長（奈良岡文英君）  

  皆さん、おはようございます。  

  ただいまの出席委員数は十四名です。定足数に達しておりますので、ただいまから決算特別委員会を開会いたします。  

  当特別委員会に付託された案件は、議案第五十九号平成二十五年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件か

ら議案第六十五号平成二十五年度藤崎町下水道事業会計決算の認定を求めるの件までの七件であります。  

  議案の説明等のため、理事者及び説明員の出席を求めております。  

  初日の本日は、議案第五十九号平成二十五年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件から、議案第六十二号

平成二十五年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件までを審査いたします。  

  二日目は、議案第六十三号平成二十五年度藤崎町水道事業会計決算の認定を求めるの件を初め、全部で三件を審査する

予定でおります。  

  なお、詳しい審査日程については、お手元に配付しております日程によりご了承願います。  

  また、歳入歳出を一括審査いたします。  

  それでは、審査日程に従い、議案第五十九号平成二十五年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題と

いたします。  

  歳入歳出決算の説明を求めます。会計管理者。  

○会計管理者（榊  淳一君）  

  それでは、議案第五十九号平成二十五年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件につきまして、一括してご

説明申し上げます。  
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  お手元に平成二十五年度藤崎町決算書のご用意をお願いいたします。  

  なお、金額につきまして、歳入は収入済み額、歳出は支出済み額にてご説明させていただきますので、よろしくお願い

いたします。また、四百三十二ページからの決算説明資料につきましても、あわせてご参照いただければと存じます。  

  それでは、十三ページをお開き願います。歳入総額は、百六億六千百五十九万円余りとなりました。  

  十七ページをお開きください。歳出総額は、百四億六千四百九十一万円余りとなり、歳入から歳出を差し引いた剰余金

は 一 億 九 千 六 百 六 十 八 万 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 こ の う ち 、 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 と し て 、 継 続 費 逓 次 繰

越 額 が 四 千 百 三 十 六 万 円 余 り 、 繰 越 明 許 費 繰 越 額 が 一 千 百 七 十 五 万 円 余 り で 、 そ の 合 計 額 五 千 三 百 十 二 万 円 余 り を 差 し

引 い た 実 質 収 支 額 は 一 億 四 千 三 百 五 十 五 万 円 余 り と な る も の で あ り ま す 。 実 質 収 支 額 の う ち 、 地 方 自 治 法 第 二 百 三 十 三

条 の 二 の 規 定 に よ り 、 財 政 調 整 基 金 へ 一 億 円 、 減 債 基 金 へ 二 千 万 円 を 繰 り 入 れ し 、 残 り の 二 千 三 百 五 十 五 万 円 余 り を 翌

年度へ繰り越しするものであります。  

  それでは、歳入歳出につきまして、決算事項別明細書により、その主なものについてご説明させていただきます。二十

二、二十三ページをお開きください。  

  歳入についてご説明申し上げます。第一款町税は、調定額十一億八千八百二十一万円余りに対して、収入済み額が十億

九 千 五 百 五 万 円 余 り 、 収 納 率 は 九 二 ・ 二 ％ 、 歳 入 に 占 め る 割 合 は 一 〇 ・ 三 ％ 、 前 年 度 対 比 で は プ ラ ス 一 ・ 三 ％ の 一 千 三

百 六 十 六 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 内 訳 と し ま し て は 、 第 一 項 町 民 税 が 四 億 六 千 七 百 四 十 二 万 円 余 り 、 前

年 度 対 比 で は プ ラ ス 一 ・ 二 ％ の 五 百 七 十 五 万 円 余 り の 増 、 第 二 項 固 定 資 産 税 が 四 億 六 千 五 百 四 十 六 万 円 余 り 、 前 年 度 対

比 で は マ イ ナ ス 一 ・ 三 ％ の 六 百 三 万 円 余 り の 減 、 第 三 項 軽 自 動 車 税 が 三 千 八 百 九 十 五 万 円 余 り 、 前 年 度 対 比 で は プ ラ ス

一 ・ 一 ％ の 四 十 一 万 円 余 り の 増 、 第 四 項 町 た ば こ 税 が 一 億 二 千 三 百 二 十 一 万 円 余 り 、 前 年 度 対 比 で は プ ラ ス 一 二 ・ 三 ％

の一千三百五十二万円余りの増となったものであります。  

  次のページをお開きください。第二款地方譲与税が七千百六十万円余り、歳入に占める割合は〇・七％、前年度対比で
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はマイナス五％の三百七十四万円余りの減となったものであります。  

  第六款地方消費税交付金が一億三千四百五十二万円余り、歳入に占める割合は一・三％、前年度対比ではマイナス〇・

九％の百十五万円余りの減となったものであります。  

  次のページをお開きください。第七款自動車取得税交付金が二千百三十八万円、歳入に占める割合は〇・二％、前年度

対比ではプラス三・八％の七十九万円余りの増となったものであります。  

  第九款地方交付税が三十七億四千三百五十五万円、歳入に占める割合は三五・一％、前年度対比ではプラス一・三％の

四 千 八 百 七 十 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 内 訳 と し ま し て は 、 普 通 交 付 税 が 三 十 四 億 八 千 三 百 五 万 円 余 り 、

特別交付税が二億六千四十九万円余りであります。  

  第十一款分担金及び負担金は、調定額一億六千七百八十三万円余りに対しまして、収入済み額が一億六千四百四十五万

円 余 り 、 収 納 率 は 九 八 ％ 、 歳 入 に 占 め る 割 合 は 一 ・ 五 ％ 、 前 年 度 対 比 で は マ イ ナ ス 五 ・ 六 ％ の 九 百 七 十 三 万 円 余 り の 減

となったものであります。  

  二十八、二十九ページをお開きください。第十二款使用料及び手数料は、調定額六千三十九万円余りに対しまして、収

入 済 み 額 が 五 千 百 九 十 三 万 円 余 り 、 収 納 率 は 八 六 ％ 、 歳 入 に 占 め る 割 合 は 〇 ・ 五 ％ 、 前 年 度 対 比 で は マ イ ナ ス 十 三 ・

三％の七百九十九万円余りの減となったものであります。  

  次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 第 十 三 款 国 庫 支 出 金 が 二 十 四 億 六 千 七 百 四 十 三 万 円 余 り 、 歳 入 に 占 め る 割 合 は 二 三 ・

一 ％ 、 前 年 度 対 比 で は プ ラ ス 二 一 七 ・ 二 ％ の 十 六 億 八 千 九 百 五 十 三 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 内 訳 と し ま

し て は 、 第 一 項 国 庫 負 担 金 が 四 億 九 千 五 十 万 円 余 り 、 こ れ は 第 一 目 民 生 費 国 庫 負 担 金 の 一 節 の 介 護 訓 練 等 給 付 費 負 担 金

のほか、次のページをお開きください。三節の保育所運営費負担金、四節の児童手当負担金が主なものであります。  

  第二項国庫補助金が十九億七千二百七万円余り、主なものとしましては第二目土木費国庫補助金が四億八百十七万円余

り 、 こ れ は 社 会 資 本 総 合 整 備 交 付 金 で あ り ま す 。 第 三 目 教 育 費 国 庫 補 助 金 が 四 億 九 千 百 八 十 二 万 円 余 り 、 こ れ は 小 学 校
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建設に伴う交付金が主なものであります。  

  三十四、三十五ページをお開きください。第五目総務費国庫補助金が八億五千五百八十二万円余り、これは地域の元気

臨 時 交 付 金 で あ り ま す 。 第 六 目 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金 が 二 億 一 千 五 十 万 円 、 こ れ は 農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業 費 補 助 金 で

あります。  

  第十四款県支出金が四億六千六百八十三万円余り、歳入に占める割合は四・四％、前年度対比ではプラス一一・九％の

四 千 九 百 四 十 八 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 内 訳 と し ま し て は 、 第 一 項 県 負 担 金 が 二 億 八 千 三 百 八 十 九 万 円

余 り 、 こ れ は 第 一 目 民 生 費 県 負 担 金 の 二 節 の 介 護 訓 練 等 給 付 費 負 担 金 の ほ か 、 三 節 の 保 険 基 盤 安 定 負 担 金 、 次 の ペ ー ジ

をお開きください、五節の保育所運営費負担金が主なものであります。  

  第二項県補助金が一億五千四百四十四万円余り、主なものとしましては第一目民生費県補助金が六千八百五十四万円余

り 、 こ れ は 五 節 の 保 育 対 策 等 促 進 事 業 費 補 助 金 、 保 育 士 等 処 遇 改 善 臨 時 特 例 補 助 金 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 二 目 衛 生

費 県 補 助 金 が 一 千 百 四 十 一 万 円 余 り 、 こ れ は 乳 幼 児 は つ ら つ 育 成 事 業 費 補 助 金 、 自 殺 対 策 緊 急 強 化 事 業 費 補 助 金 が 主 な

も の で あ り ま す 。 第 三 目 農 林 水 産 業 費 県 補 助 金 が 六 千 百 十 六 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 こ れ は 担 い 手 確

保 農 地 集 積 事 業 費 補 助 金 経 営 体 育 成 支 援 事 業 費 補 助 金 、 樹 幹 浸 水 被 災 園 地 復 旧 対 策 支 援 事 業 費 補 助 金 が 主 な も の で あ り

ます。  

  第三項委託金が二千八百四十九万円余り、これは第一目総務費委託金の二節の県税徴収取扱委託金が主なものでありま

す。  

  四十、四十一ページをお開きください。第十五款財産収入が一千六百六十八万円余り、歳入に占める割合は〇・二％、

前年度対比ではマイナス二三・九％の五百二十三万円余りの減となったものであります。  

  次のページをお開きください。第十七款繰入金が一億二千七百四十七万円余り、歳入に占める割合は一・二％、前年度

対比ではプラス五三〇・一％の一億七百二十四万円余りの増となったものであります。  
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  次のページをお開きください。  

  第十八款繰越金が五千四百十二万円余り、歳入に占める割合は〇・五％、前年度対比ではプラス八・八％の四百三十七

万円余りの増となったものであります。  

  第十九款諸収入が一億八千五百十六万円余り、歳入に占める割合は一・七％、前年度対比ではマイナス七・三％の一千

四 百 六 十 五 万 円 余 り の 減 と な っ た も の で あ り ま す 。 主 な も の と し ま し て は 、 第 三 項 貸 付 金 元 利 収 入 が 六 千 百 七 十 八 万 円

余り、これは地域総合整備資金貸付金元利収入が主なものであります。  

  四十六、四十七ページをお開きください。第五項雑入が一億一千七百三十五万円余り、主なものとしましては、第三目

の 一 節 の 競 輪 交 付 金 、 三 節 の 原 子 燃 料 サ イ ク ル 事 業 推 進 特 別 対 策 事 業 助 成 金 な ど で あ り ま す 。 な お 、 三 節 雑 入 の 備 考 欄

の そ の 他 雑 入 一 千 四 万 円 余 り の 詳 細 に つ き ま し て は 、 別 に 配 付 し て ご ざ い ま す 平 成 二 十 五 年 度 雑 入 予 備 費 充 用 に 関 す る

資料をご参照願います。  

  第二十款町債が二十億四千三百八十万円、歳入に占める割合は一九・二％、前年度対比ではプラス一〇五・四％の十億

四千八百七十万円の増となったものであります。  

  次のページをお開きください。主なものとしましては第三目農林水産業債が一億五千八十万円、これは二節の農業基盤

整 備 促 進 事 業 債 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 四 目 土 木 債 が 二 億 八 千 八 百 十 万 円 、 こ れ は 一 節 の 町 道 整 備 事 業 債 、 三 節 の 公

営 住 宅 建 設 事 業 債 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 六 目 教 育 債 が 十 一 億 四 千 九 百 六 十 万 円 、 こ れ は 常 盤 小 学 校 改 築 事 業 に 係 る

整備事業債が主なものであります。  

  次のページをお開きください。第七目臨時財政対策債が三億四千六百十万円であります。  

  以上、歳入の収入済み額が百六億六千百五十九万円余り、前年度対比ではプラス三七・八％の二十九億二千四百五十一

万円余りの増となったものであります。  

  次に、歳出についてご説明申し上げます。五十六、五十七ページをお開きください。  
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  第一款議会費が九千五十八万円余り、これは議員報酬などの経常経費が主なものであり、歳出に占める割合は〇・九％、

前年度対比ではマイナス三・二％の三百一万円余りの減となったものであります。  

  次のページをお開きください。第二款総務費が十七億三千二十二万円余り、歳出に占める割合は一六・五％、前年度対

比 で は プ ラ ス 六 〇 ・ 八 ％ の 六 億 五 千 四 百 四 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 主 な も の と し ま し て は 第 一 項 総 務 管

理 費 が 十 五 億 七 千 九 百 五 十 三 万 円 余 り 、 内 訳 と し ま し て は 第 一 目 一 般 管 理 費 が 四 億 六 千 九 十 八 万 円 余 り 、 こ れ は 一 般 職

と特別職の給料や退職手当組合負担金など人件費が主なものであります。  

  六十二、六十三ページをお開きください。第二目財政管理費が一億八千二百二十四万円余り、これは財政調整基金、公

共施設等整備基金、減債基金などへの積立金が主なものであります。  

  次のページをお開きください。第四目財産管理費が七千四百九十一万円余り、これは庁舎の維持管理費用が主なもので

あります。  

  六十六、六十七ページをお開きください。第五目企画費が八千九百九十三万円余り、次のページをお開きください。こ

れは十七節の藤崎駅前広場整備用地購入費や十九節の駅舎建築負担金が主なものであります。  

  次のページをお開きください。第八目電子計算費が六千二百九十一万円余りこれは十三節の統合行政システム保守業務

の委託料が主なものであります。  

  七十二、七十三ページをお開きください。第十目出張諸費が三千九百八十九万円余り、これは人件費が主なものであり

ます。  

  次のページをお開きください。第十一目簡易駅委託業務費が一千四百二十三万円余り、これは北常盤駅管理運営業務の

委 託 料 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 十 二 目 地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 事 業 費 が 六 億 四 千 七 十 七 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き

く だ さ い 。 こ れ は 十 五 節 の 常 盤 老 人 福 祉 セ ン タ ー や ス ポ ー ツ プ ラ ザ 藤 崎 の 改 修 工 事 費 の ほ か 、 二 十 五 節 の 地 域 の 元 気 臨

時交付金基金積立金が主なものであります。  
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  第二項徴税費が八千九百七十五万円余り、これは一般職員の人件費のほか、次のページをお開きください。十三節の固

定資産路線価見直し業務、固定資産標準地鑑定業務委託料が主なものであります。  

  第三項戸籍住民登録費が五千百四十一万円余り、次のページをお開きください。これは一般職員の人件費のほか、十三

節の戸籍副本データ管理システム構築業務、戸籍総合システム保守業務に係る委託料が主なものであります。  

  八十六、八十七ページをお開きください。第三款民生費が十九億八千六十八万円余り、歳出に占める割合は一八・九％、

前 年 度 対 比 で は プ ラ ス 一 ・ 一 ％ の 二 千 七 十 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 主 な も の と し ま し て は 、 第 一 項 社 会

福 祉 費 が 十 一 億 三 千 五 百 六 十 八 万 円 余 り 、 内 訳 と し ま し て は 第 一 目 社 会 福 祉 総 務 費 が 一 億 一 千 三 百 五 十 二 万 円 余 り 、 こ

れ は 人 件 費 の ほ か 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 、 十 三 節 の 福 祉 バ ス 運 行 業 務 な ど の 委 託 料 、 十 九 節 の 南 黒 福 祉 事 務 組

合負担金、社会福祉協議会補助金が主なものであります。  

  九十、九十一ページをお開きください。第三目老人福祉費が一千五百九十二万円余り、これは十九節の老人クラブへの

補 助 金 や 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 二 十 節 の 施 設 入 所 者 へ の 老 人 措 置 費 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 四 目 障 害 者 福

祉 費 が 三 億 三 千 七 百 三 十 五 万 円 余 り 、 こ れ は 十 三 節 の 地 域 生 活 支 援 事 業 な ど の 委 託 料 や 二 十 節 の 介 護 訓 練 等 給 付 費 の 扶

助 費 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 五 目 老 人 福 祉 セ ン タ ー 費 が 一 千 四 百 八 十 八 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 こ

れ は 十 三 節 の 町 老 人 福 祉 セ ン タ ー 指 定 管 理 に 係 る 委 託 料 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 七 目 重 度 心 身 障 害 者 福 祉 費 が 二 千 三

百 十 七 万 円 余 り 、 こ れ は 二 十 節 の 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 給 付 費 に 係 る 扶 助 費 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 八 目 国 民 健 康 保

険 整 備 費 が 一 億 三 千 九 百 十 九 万 円 余 り 、 こ れ は 保 険 基 盤 安 定 繰 出 金 、 財 政 安 定 化 支 援 事 業 繰 出 金 が 主 な も の で あ り ま す 。  

  九十六、九十七ページをお開きください。第九目介護保険整備費が二億六千五百三十六万円余り、これは職員給与費等

繰 出 金 と 前 年 度 分 介 護 納 付 費 繰 出 金 で あ り ま す 。 第 十 目 後 期 高 齢 者 医 療 整 備 費 が 二 億 二 千 百 五 十 万 円 余 り 、 こ れ は 保 険

基盤安定繰出金、療養給付費繰出金が主なものであります。  

  第二項児童福祉費が八億四千四百九十九万円余り、主なものとしましては第一目児童福祉総務費が五千二百三万円余り、
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こ れ は 人 件 費 の ほ か 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 十 五 節 の 学 童 保 育 施 設 空 調 設 備 工 事 費 や 十 九 節 の 保 育 士 等 処 遇 改

善 臨 時 特 例 補 助 金 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 二 目 児 童 措 置 費 が 七 億 八 千 二 百 七 十 万 円 余 り 、 こ れ は 十 三 節 の 保 育 所 事 業

の 委 託 料 や 二 十 節 の 保 育 所 運 営 費 、 児 童 手 当 な ど の 扶 助 費 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 三 目 ひ と り 親 家 庭 等 福 祉 費 が 一 千

二 十 五 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 こ れ は 、 二 十 節 の ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 給 付 費 が 主 な も の で あ り ま す 。  

  第四款衛生費が五億二百七十七万円余り、歳出に占める割合は四・八％、前年度対比ではプラス一一・一％の五千三十

万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 主 な も の と し ま し て は 、 第 一 項 保 健 衛 生 費 が 二 億 五 千 百 十 五 万 円 余 り 、 内 訳 と

し ま し て は 、 第 一 目 保 健 衛 生 総 務 費 が 四 千 六 百 九 十 七 万 円 余 り 、 こ れ は 安 全 な 妊 娠 、 出 産 、 育 児 の 保 健 指 導 や 、 健 康 診

査 の た め の 一 般 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 十 三 節 の 妊 婦 検 診 業 務 な ど の 委 託 料 、 十 九 節 の 高

度 救 命 救 急 セ ン タ ー の 運 営 費 補 助 金 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 二 目 保 健 施 設 費 が 四 千 五 百 二 十 六 万 円 余 り 。 こ れ は 人 件

費が主なものであります。  

  百四、百五ページをお開きください。第三目予防費が九千八百六十八万円余り、次のページをお開きください。これは

十三節の予防接種業務、医療個別検診などに係る委託料が主なものであります。  

  次のページをお開きください。第五目乳幼児及び子ども医療費給付費が三千四百八十一万円余り、これは二十節の乳幼

児及び子供医療費等給付費が主なものであります。  

  百十、百十一ページをお開きください。第二項清掃費が二億五千百六十一万円余り、次のページをお開きください。こ

れは十三節のごみ収集運搬業務などの委託料や十九節の一部事務組合に対する負担金が主なものであります。  

  次のページをお開きください。第六款農林水産業費が九億九百三十四万円余り、歳出に占める割合は、八・七％、前年

度 対 比 で は プ ラ ス 五 三 ・ 四 ％ の 三 億 一 千 六 百 三 十 九 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 主 な も の と し ま し て は 、 第

一 項 第 一 目 農 業 委 員 会 費 が 三 千 三 百 十 五 万 円 余 り 、 こ れ は 一 般 職 員 の 人 件 費 や 委 員 報 酬 の ほ か 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き く

だ さ い 。 十 三 節 の 農 地 地 図 情 報 シ ス テ ム 等 連 動 機 能 構 築 業 務 の 委 託 料 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 二 目 農 業 総 務 費 が 六 千
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四百九十万円余り、これは一般職員の人件費が主なものであります。  

  百十八、百十九ページをお開きください。第三目農業振興費が五千六百三十二万円余り、これは十九節の経営体育成支

援 事 業 費 補 助 金 や 次 の ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 担 い 手 確 保 農 地 集 積 事 業 費 補 助 金 な ど 、 農 業 経 営 を 支 援 す る た め の 補

助 金 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 五 目 農 地 費 が 五 億 九 百 三 十 九 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 十 三 節 の 農

業 基 盤 整 備 促 進 事 業 測 量 設 計 業 務 委 託 料 や 、 十 五 節 の 農 業 基 盤 整 備 促 進 事 業 工 事 費 の ほ か 、 十 九 節 の 国 営 浅 瀬 石 川 土 地

改良事業費負担金が主なものであります。  

  百二十四、百二十五ページをお開きください。第六目農業集落排水事業費が一億九千四百五十二万円余り、これは農業

集 落 排 水 事 業 会 計 に 対 す る 補 助 金 及 び 出 資 金 で あ り ま す 。 第 七 目 水 田 営 農 対 策 費 が 七 百 七 十 万 円 余 り 、 こ れ は 十 九 節 の

水 田 農 業 航 空 防 除 事 業 費 補 助 金 、 戸 別 所 得 補 償 制 度 推 進 事 業 費 補 助 金 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 八 目 農 業 災 害 対 策 費 が

四 千 三 百 二 十 五 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 十 三 節 の 災 害 ご み 処 分 業 務 委 託 料 や 十 九 節 の 被 災 リ ン

ゴ園防除用薬剤費緊急助成事業費補助金が主なものであります。  

  第七款商工費が二千五百一万円余り、歳出に占める割合は〇・二％、前年度対比ではプラス二〇・五％の四百二十四万

円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 主 な も の と し ま し て は 、 第 二 目 商 工 振 興 費 が 一 千 三 百 五 十 八 万 円 余 り 、 次 の ペ ー

ジをお開き願います。これは十九節の町商工会補助金やプレミアム付商品券発行補助金が主なものであります。  

  百 三 十 、 百 三 十 一 ペ ー ジ を お 開 き く だ さ い 。 第 八 款 土 木 費 が 十 一 億 一 千 二 百 七 万 円 余 り 、 歳 出 に 占 め る 割 合 は 一 〇 ・

六％、前年度対比ではプラス七三・一％の四億六千九百八十万円余りの増となったものであります。  

  第一項土木管理費が七千五百十四万円余り、これは一般職員の人件費が主なものであります。  

  百三十二、百三十三ページをお開きください。第二項道路橋梁費が五億八千七十三万円余り、内訳としましては第一目

道 路 維 持 費 が 四 千 四 百 七 十 五 万 円 余 り 、 こ れ は 十 三 節 の 土 地 分 筆 登 記 申 請 業 務 な ど の 委 託 料 や 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い

ま す 。 十 五 節 の 防 雪 柵 設 置 等 工 事 費 及 び 町 道 等 整 備 費 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 二 目 道 路 新 設 改 良 費 が 四 億 五 千 六 百 九
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十 五 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 一 般 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、 十 五 節 の 町 道 等 整 備 費 が 主 な も の で あ

り ま す 。 第 三 目 除 雪 事 業 費 が 七 千 九 百 二 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 生 活 道 路 確 保 の た め の 除 排 雪

費用であり、十三節の除雪業務委託料や、十四節の除排雪車両借上料が主なものであります。  

  第三項都市計画費が一億八千百四十二万円余り、主なものとしましては第二目下水道事業費が一億七千八百五十九万円

余り、百四十、百四十一ページをお開き願います。これは下水道事業会計に対する補助金及び出資金であります。  

  第四項住宅費が二億七千四百七十六万円余り、次のページをお開き願います。これは十五節の町営住宅建設用地造成工

事費や十七節の町営住宅水上団地一工区購入費が主なものであります。  

  第九款消防費が二億五千九百七十九万円余り、歳出に占める割合は二・五％、前年度対比ではマイナス一・七％の四百

五 十 八 万 円 余 り の 減 と な っ た も の で あ り ま す 。 主 な も の と し ま し て は 第 一 項 第 一 目 常 備 消 防 費 が 一 億 九 千 三 百 十 三 万 円

余 り 、 こ れ は 弘 前 地 区 消 防 事 務 組 合 の 負 担 金 で あ り ま す 。 第 二 目 非 常 備 消 防 費 が 三 千 五 百 四 十 三 万 円 余 り 、 こ れ は 一 節

の 消 防 団 員 報 酬 や 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 十 九 節 の 県 市 町 村 総 合 事 務 組 合 へ の 負 担 金 が 主 な も の で あ り ま す 。

第 三 目 消 防 施 設 費 が 二 千 八 百 十 四 万 円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 十 五 節 の 北 分 署 建 設 用 地 整 備 等 工 事

費及び十八節の小型動力ポンプ付積載車購入費が主なものであります。  

  第十款教育費が二十四億六千六百四十五万円余り、歳出に占める割合は二三・六％、前年度対比ではプラス九九・三％

の 十 二 億 二 千 九 百 一 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 第 一 項 教 育 総 務 費 が 三 億 二 千 四 百 六 十 五 万 円 余 り 、 百 四 十

八 、 百 四 十 九 ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 主 な も の と し ま し て は 第 二 目 事 務 局 費 が 一 億 五 千 八 百 五 十 三 万 円 余 り 、 こ れ は

一 般 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 十 三 節 の ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務 、 コ ン ピ ュ ー タ 機 器 更 新 業 務

な ど の 委 託 料 や 、 十 九 節 の 小 中 学 校 各 種 県 大 会 等 出 場 費 及 び 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 小 中 学 校 修 学 旅 行 費 の 補

助 金 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 三 目 給 食 セ ン タ ー 費 が 一 億 六 千 五 百 三 十 五 万 円 余 り 、 こ れ は 一 般 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、

十 一 節 需 用 費 の 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 賄 い 材 料 費 や 、 十 三 節 の 学 校 給 食 配 送 業 務 委 託 料 な ど 、 学 校 給 食 業 務
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の費用であります。  

  第二項小学校費が十八億四千一万円余り、内訳としましては第一目藤崎小学校費が二千五百四十二万円余り、次のペー

ジ を お 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 一 般 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、 十 一 節 の 光 熱 水 費 な ど の 需 用 費 や 十 三 節 の 清 掃 業 務 委 託 料 な ど

が主なものであります。  

  百五十八、百五十九ページをお開き願います。第二目藤崎中央小学校費が三千四十九万円余り、これは一般職員の人件

費 の ほ か 、 十 一 節 の 燃 料 費 な ど の 需 用 費 や 、 十 三 節 の 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 コ ン ピ ュ ー タ 保 守 業 務 や 、 グ ラ

ウ ン ド 及 び 野 球 場 の 芝 生 育 成 管 理 業 務 の 委 託 料 が 主 な も の で あ り ま す 。 第 三 目 常 盤 小 学 校 費 が 二 千 四 十 三 万 円 余 り 、 こ

れ は 一 般 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 十 一 節 の 光 熱 水 費 な ど の 需 用 費 や 十 三 節 の コ ン ピ ュ ー タ

保守業務などの委託料が主なものであります。  

  百六十四、百六十五ページをお開き願います。第四目常盤小学校建設費が十七億六千三百六十五万円余り、これは小学

校改築に伴う監理業務委託料や工事費及び備品購入費が主なものであります。  

  第三項中学校費が五千四百五十九万円余り、内訳としましては第一目藤崎中学校費が三千四百二十一万円余り、次のペ

ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 一 般 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、 十 一 節 の 燃 料 費 、 光 熱 水 費 な ど の 需 用 費 や 十 三 節 の 校 舎 等 清

掃業務、コンピュータ設備保守業務などの委託料が主なものであります。  

  百六十八、百六十九ページをお開き願います。第二目明徳中学校費が二千三十七万円余り、これは職員の人件費のほか、

十 一 節 の 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 光 熱 水 費 な ど の 需 用 費 や 十 三 節 の 校 舎 清 掃 業 務 な ど の 委 託 料 な ど が 主 な も の

であります。  

  第四項社会教育費が二億四千七百十九万円余り、主なものとしましては第一目社会教育総務費が一億四千四百六十六万

円 余 り 、 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 こ れ は 職 員 の 人 件 費 の ほ か 、 十 三 節 の 町 文 化 セ ン タ ー 等 指 定 管 理 に 係 る 委 託 料

や、次のページをお開き願います。十九節の町文化協会などに対する補助金が主なものであります。  
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  百七十六、百七十七ページをお開き願います。第四目保健体育費が四千二百十九万円余り、次のページをお開き願いま

す 。 こ れ は 十 三 節 の ス ポ ー ツ プ ラ ザ 藤 崎 等 指 定 管 理 の 委 託 料 や 、 十 九 節 の 町 体 育 協 会 補 助 金 な ど の 団 体 補 助 金 が 主 な も

のであります。  

  百八十四、百八十五ページをお開き願います。第十一款災害復旧費が一千三十万円余り、歳出に占める割合は〇・一％、

これは豪雨により被害を受けた施設の復旧工事費が主なものであります。  

  次のページをお開き願います。第十二款公債費が十三億七千七百六十一万円余り、歳出に占める割合は一三・二％、前

年 度 対 比 で は プ ラ ス 一 四 ・ 六 ％ の 一 億 七 千 五 百 十 三 万 円 余 り の 増 と な っ た も の で あ り ま す 。 第 一 項 第 一 目 元 金 が 十 二 億

一 千 六 百 三 十 四 万 円 余 り 、 こ れ は 財 務 省 や 青 森 銀 行 な ど へ の 償 還 金 で あ り ま す 。 次 の ペ ー ジ を お 開 き 願 い ま す 。 第 二 目

利子が一億六千百二十七万円余り、これは財務省などへの利払いであります。  

  第十三款予備費の各款への充用額が一千三百七十二万円余りであります。  

  なお、備考欄に記載の充当の内容につきましては、別に配付してございます平成二十五年度雑入予備費充用に関する資

料をご参照願います。  

  次のページをお開き願います。以上、歳出の支出済み額合計は百四億六千四百九十一万円余り、前年度対比ではプラス

三八・七％の二十九億二千百九十五万円余りの増となったものであります。  

  これで、平成二十五年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件の概要につきまして説明を終わらせていただ

きます。なお、委員からのご質問に対しましては担当部署よりお答えいたしますので、よろしくお願い申し上げます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  決算の説明が終わりましたので、質疑を行いますが、暫時休憩いたします。  

  再開時刻は十一時といたします。  

     休  憩  午前十時四十八分  
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     再  開  午前十一時〇〇分  

○委員長（奈良岡文英君）  

  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

  ただいまから質疑を行いますが、質疑者はページ数を読み上げてから質疑するよう願いいたします。  

  これから質疑を行います。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  歳入のところの町たばこ税ですね。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ページ数を読み上げてからお願いいたします。  

○浅利直志委員  

  歳入のところの町税で、ページ数は二十二ページです。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員、ページ数を読み上げてからお願いいたします。  

○浅利直志委員  

  ページ数が指定できなければ質問できないということではないでしょう。二十二ページになりますよ。歳入のところの

町民たばこ税ですから、それで指定できるはずですよ。ページ数と同じですよ、これは。  

  一千二百三十二万円ほどになって、何かどっと議員の……、一億二千……、訂正します。一億二千三百二十一万円ほど

に な っ て お り ま す ん で す け れ ど も 、 こ れ は た ば こ が 値 上 が り に な っ た と い う こ と も あ る ん で し ょ う け れ ど も 、 本 数 と い

うか数もふえているんでしょうか。  
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  それと、補助率といいますか、そういうのが引き上げになった結果、こうなったんでしょうか。たばこを飲む人は依然

としてふえているということなんでしょうか、お聞きいたします。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  まず、たばこの本数ですけれども、平成二十五年度は旧三級品、旧三級品以外合わせまして、二千四百四十七万五千本

余りでございます。それで、増減でございますが、前年度と比較しまして、五万三千本少なくなっております。  

  それと、たばこ税の税率、町に入る税率が改正になりまして、これは平成二十五年四月一日から適用になったものでご

ざ い ま す 。 ま ず 、 旧 三 級 品 以 外 に つ い て は 、 改 正 前 は 一 本 当 た り 四 ・ 六 一 八 円 、 改 正 後 は 五 ・ 二 六 二 円 、 プ ラ ス の 〇 ・

六 四 四 円 で ご ざ い ま す 。 そ れ か ら 、 三 級 品 が 改 正 前 が 二 ・ 一 九 〇 、 改 正 後 が 二 ・ 四 九 五 円 で 、 〇 ・ 三 〇 五 円 、 一 本 当 た

り増額になったため、本数は減っておりますけれども、町に入った収入としてはふえたものでございます。  

  以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  ページ数は四十三ページです。  

  ふるさと納税の寄附金の項目でございますので、七万五千四百八十三円、人数とですね、最高額どのくらいの寄附金が

あったのかお知らせいただきたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  
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○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  今、話題のふるさと納税でございまして、我が町は昨年度の実績として三人の方に寄附いただきました。最高額といい

ま す と 、 大 変 申 し わ け な い ん で す が 、 三 万 円 と い う こ と で 、 最 低 が 二 万 円 と い う と こ ろ で 、 非 常 に こ の 件 に 関 し ま し て

は、今後周知させて、徹底してですね、制度を高めていく必要があるのかなというふうに考えております。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  町長にお尋ねいたします。  

  今、課長からもありましたけれども、今、ふるさと納税って、全国的に自治体でＰＲをしてですね、我が自治体のほう

に 寄 附 を し て い た だ い て 、 寄 附 し た 方 に は そ れ な り の 粗 品 を 差 し 上 げ て い る と い う 、 テ レ ビ で も 、 メ デ ィ ア で も 、 い ろ

い い ろ な と こ ろ で ふ る さ と 納 税 と い う こ と に 関 し て で す ね 、 取 り 上 げ ら れ て お り ま す 。 う わ さ に よ る と 、 こ の ふ る さ と

納 税 の 制 度 も 来 年 度 改 正 に な る と い う こ と も お 聞 き し て お り ま す 。 ふ る さ と 納 税 を し て 、 税 金 を 還 付 す る に は 非 常 に 手

続 的 に わ ず ら わ し い 点 を 改 善 し た り 、 そ し て ま た 、 限 度 額 を も う ち ょ っ と 上 げ て み た り と 、 そ う い っ た 改 正 制 度 も 予 定

されていると私は聞いております。  

  そういった中において、率直に申し上げて、町長、この年間七万五千円、確かに三人の方の志は、これはきちんとして、

こ の 場 で も 私 も お 礼 を 申 し 上 げ ま す し 、 た だ 、 そ の 中 で 、 そ の 結 果 と し て 、 三 人 の 方 の 七 万 五 千 円 と い う こ と に 関 し て

ですね、率直に町長のお気持ちをお尋ね申し上げます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  平田町長。  

○町長（平田博幸君）  
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  まず、町の取り組みがですね、企画財政課は仕事一生懸命やってくれていますけれども、この取り組みに関しては、私、

ち ょ っ と 対 策 が 遅 い と 思 っ て い ま す 。 正 月 明 け か ら 能 登 谷 課 長 さ ん に は 、 あ る 意 味 で 、 例 え ば 、 私 が 毎 年 二 回 行 っ て い

る 藤 崎 ふ る さ と 会 、 そ の 人 た ち に 対 す る お 願 い と か 、 あ る い は イ ン タ ー ネ ッ ト 等 で も ま た 発 信 で き ま す の で 、 こ の こ と

に つ い て は も っ と も っ と 我 が 町 の い ろ い ろ ふ る さ と 納 税 に 向 け る よ う な 仕 組 み を 確 立 の た め に 、 今 、 担 当 課 が 鋭 意 今 努

力しているところでございます。  

  この三件の件数というのはですね、取り組みがちょっと足りないから三件なのかなと。また、これはあくまでも二十五

年 度 決 算 で ご ざ い ま し て 、 そ の 前 と か は 、 一 人 で 百 万 円 の 高 額 の 納 税 し て い る の も あ り ま す 。 で す か ら 、 も っ と も っ と

我 が 町 を 発 信 す る た め に 、 あ る い は ふ る さ と 納 税 を 納 め て 、 協 力 し て い た だ く た め に で す ね 、 も っ と も っ と 努 力 し て 、

汗をかいていきたいと、そう思っております。以上であります。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。吉村委員。  

○吉村忠男委員  

  ページ数は百三十九ページです。建設課長にお尋ねいたします。  

  この除雪人夫費の内訳お願いします。何人対してなのか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  お答えいたします。  

  除雪人夫につきましては、四人、あと歩道除雪も四人、この方に係る人夫賃でございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  
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  吉村委員。  

○吉村忠男委員  

  それで、期間はいつからいつまでですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  除雪委託期間と同じでございまして、十二月の十一日から三月の十日までです。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかにございませんか。鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  ページ数は六十三ページでございます。  

  空き家等の除去推進事業費補助金四十二万円、この事業内容をまずお尋ねいたします。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  空き家等の除去の四十二万円の内容ということでございますが、町のほうで定めました要綱に基づきまして、水木の空

き 家 に つ き ま し て 、 十 一 月 二 十 六 日 に 解 体 を し て ご ざ い ま す 。 そ の か か っ た 費 用 の 半 分 の 四 十 二 万 円 を 助 成 し た も の で

ございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  鶴賀谷委員。  
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○鶴賀谷  貴委員  

  半分の四十二万円はわかりますけれども、じゃあその四十二万円は、じゃああとは地権者の方々からはいただかないで、

単独の町の持ち出しの部分だという形でよろしいんですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  要綱によりまして、半分の助成ということになってございます。実際ですね、かかった費用というのが八十四万円とい

うことでございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかにございませんか。鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  確認しますけれども、じゃあこれはそういう形で、空き家条例の手続的な条例に適していれば、これは何というんです

か 、 限 度 額 と 言 え ば 失 礼 で す け れ ど も 、 そ の 例 え ば 百 万 円 か か れ ば 五 十 万 円 と い う 形 で 、 件 数 は ふ え て い く 可 能 性 は 当

然あるということでよろしいですね。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  この補助の上限といたしましては、五十万円ということを想定してございます。町が危険な空き家というふうな認定を

した場合にはこの補助の対象になるものでございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  



 - 22 - 

  ほかにございませんか。工藤委員。  

○工藤健一委員  

  ページ数は百三十三ページの安全安心住宅リフォーム促進支援事業費補助金ですけれども、不用額が二十二万五千円で、

支出が五十七万五千円なんですけれども、これは件数と一戸当たりに対する助成金の金額と件数をお知らせください。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  

  お答えいたします。  

  件数につきましては、二十五年度は三件でございました。四件予定しておりましたが、実績は三件ということでござい

ま す 。 一 件 当 た り 、 そ れ ぞ れ 違 う ん で す け れ ど も 、 一 つ は 二 十 二 万 三 千 円 、 も う 一 つ が 二 十 三 万 二 千 円 、 も う 一 つ が 十

二万円の計五十七万五千円ということでございました。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかにございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  ページ数はですね、六十一ページ、総務費の管理費ですけれども、その中の委託料の人事考課支援業務委託料四十九万

三 千 五 百 円 と な っ て お る ん で す け れ ど も 、 こ れ は 人 事 考 課 の た め の 支 援 を 委 託 し た と い う こ と な ん で す け れ ど も 、 ど う

い う 内 容 を 委 託 し て 、 ど う 業 務 に 反 映 し て 、 業 務 に と い う か 、 人 事 考 課 に 反 映 さ れ る と い う ふ う な 内 容 に な っ て い ら っ

しゃるんですか。その内容をお示し願いたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  
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○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいま人事考課支援業務委託料の内容ということでございますが、この内容といたしましては、人事評価の仕方の研

修 を し て ご ざ い ま す 。 人 事 評 価 に つ き ま し て は 、 手 当 等 の 支 給 の 際 に 、 そ の 人 事 評 価 の 結 果 を 反 映 す る と い う こ と で 、

実 際 、 県 の ほ う で は も う 行 っ て い る も の で あ り ま す 。 町 の ほ う と い た し ま し て も 、 条 件 が 整 い 次 第 、 適 用 し た い と い う

ことで研修を行っておるものでございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  そうしますと、研修費ということなんですか。何か委託をするということであればですね、研修を委託するということ

なんですか、内容を示してくださいというふうに言っているんですけれども。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  言葉足らずで申しわけございませんでした。研修の業務を委託しておるもので、内容といたしましては、講師の派遣を

お願いして、研修をしておるものでございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかにございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  そうすれば、人事考課をするための研修というようなことで、講師派遣をお願いしているという、どこにこれをお願い

しているんですか。  
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○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  委託先といたしましては、一般社団法人の日本経営者協会というところでございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  ページ数は百五ページでございます。自殺予防講座講師謝礼十八万円、まず、この事業内容をお知らせください。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  福祉課長。  

○福祉課長（齋藤美津昭君）  

  自殺予防講座講師謝礼のご質問でございます。これはですね、自殺予防対策ということで、県のほうの事業で実施され

て お り ま し て 、 自 殺 予 防 講 座 と い う こ と で 一 回 三 万 円 、 そ れ か ら 傾 聴 講 座 と い う こ と で 講 師 が 一 人 一 万 円 、 そ れ か ら 傾

聴 サ ロ ン と い う こ と で 一 万 円 、 済 み ま せ ん 。 傾 聴 講 座 が で す ね 、 六 回 で し た 、 傾 聴 講 座 が 六 回 、 十 二 万 円 、 あ と そ れ か

ら 傾 聴 講 座 の 謝 礼 と し て 二 人 に 二 万 円 、 合 わ せ て 十 八 万 円 と い う こ と で ご ざ い ま し て 、 傾 聴 講 座 が 六 回 行 わ れ て ご ざ い

ます。それから、自殺予防の講座を一回、合わせてですので、七回行われているという状況でございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  当然皆さんもうご存じのとおりで、日本は年間約二万人以上の方が自殺している異常な国だと私は思っております。そ
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う し た 中 に お い て 、 昨 年 度 、 藤 崎 町 で 本 当 は い て ほ し く は な い ん で す け れ ど も 、 自 殺 し た 数 の 方 が 何 人 い ら っ し ゃ る の

か。いたとすれば、何人いたのかというのは捉えているわけなんですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  福祉課長。  

○福祉課長（齋藤美津昭君）  

  まことに申しわけありません。数字は捉えているんですが、今手元のほうにちょっとございませんので、もしよろしけ

れば後ほどご回答したいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。野呂委員。  

○野呂日出男委員  

  毎回話題になる、決算のときになれば話題になる町としても割合とよく質問される気がかりなところなんですけれども、

十 一 ペ ー ジ の と こ ろ と 二 十 三 ペ ー ジ の と こ ろ に 該 当 す る 不 納 欠 損 金 の こ と で ご ざ い ま す け れ ど も 、 も ち ろ ん 未 収 額 も 含

め て で ご ざ い ま す け れ ど も 、 い わ ゆ る 二 百 四 十 七 万 円 余 り 、 そ の 中 で も 固 定 資 産 税 が 断 ト ツ で 多 い よ う で す け れ ど も 、

こ れ に つ い て は 市 町 村 税 滞 納 整 理 機 構 の 滞 納 整 理 に か か わ る こ と で 、 百 二 十 六 万 円 ほ ど の そ の 費 用 を 拠 出 し て お り ま す

が 、 き の う の 委 員 会 で も ち ょ っ と お 話 に な り ま し た け れ ど も 、 対 費 用 効 果 等 に つ い て 見 通 し の 件 で ひ と つ 見 解 を お 願 い

したいと思っています。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  まずは、青森県市町村税滞納整理機構への移管の状況でございますけれども、平成二十五年度は六十五件移管しており
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ま し て 、 移 管 滞 納 、 移 管 し た 税 額 が 四 千 七 百 九 万 二 千 六 百 二 十 六 円 で ご ざ い ま す 。 そ の う ち 、 徴 収 し た の が 一 千 二 百 万

三 千 四 十 五 円 で 、 徴 収 率 と し て は 二 五 ・ 五 ％ と な っ て お り ま す 。 そ れ に 対 す る 町 が 滞 納 整 理 機 構 へ 支 払 う 負 担 金 で ご ざ

い ま す け れ ど も 、 百 二 十 六 万 五 千 二 百 九 十 五 円 、 こ れ を 支 払 っ て お り ま す 。 そ の 負 担 金 の 支 払 い の 根 拠 と な る も の に つ

き ま し て は 、 移 管 件 数 一 件 当 た り 一 千 円 、 そ れ か ら 徴 収 し た 税 額 に 対 し て 一 〇 ％ を 払 う と い う こ と で ご ざ い ま す の で 、

費 用 対 効 果 と 言 わ れ ま す と 、 一 千 二 百 万 円 払 っ て 、 そ の 一 〇 ％ が 費 用 に な り ま し て 、 残 り の 九 〇 ％ 、 一 千 万 円 が 効 果 額

ということになります。  

  それで、その滞納整理組合への見通しでございますけれども、ことしもきのう補正予算の常任委員会がありまして、こ

としも一千四百万円ぐらいはいきたいと思っております。  

  それと、不納欠損ですけれども、不納欠損につきましては、滞納整理機構とは別に深い関係はございません。町として

は 、 死 亡 し て 相 続 人 が い な い 者 と か 、 そ れ か ら 財 産 が 滞 納 処 分 す る 財 産 、 差 し 押 さ え す る 財 産 が な い も の に つ き ま し て 、

地方税に基づきまして不納欠損をしております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  野呂委員。  

○野呂日出男委員  

  それでは、質問を変えまして、二十八ページから二十九ページですけれども、住宅使用料の未収の件なんですけれども、

こ れ も ま た か な り な 未 収 が あ り ま し て 、 こ と し の 予 算 、 こ れ は 昨 年 度 の 決 算 で も 、 多 額 の 住 宅 建 設 費 用 が 投 入 さ れ て お

りますけれども、その中身等について、多少ご説明していただきたいなと、こう思っております。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  建設課長。  

○建設課長（対馬猛清君）  
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  お答えいたします。  

  住宅の使用料の未納につきましては、過去、現在ですが八百四十万円ほどございます。これにつきましては当然回収の

努 力 は し て お り ま す が 、 こ の 中 で 、 大 口 の 滞 納 者 と い う 方 が 四 人 ほ ど お り ま し て 、 そ の 方 々 を 合 計 す る と 七 百 万 円 近 く

に な り ま す 。 そ れ で 、 そ れ ら の 方 に つ き ま し て は 、 今 年 度 中 に 弁 護 士 を 通 じ て 調 定 な り 、 そ う い う 法 的 措 置 を と り た い

と思っておりますので、それでこの滞納のほうを幾らかでも解消していきたいと思っております。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  先ほど人事考課のことを聞いたんですけれども、県で実施しているというようなことで、町でも今後どういう、これ委

託 料 を 三 年 く ら い 、 私 の 記 憶 で は 三 年 ぐ ら い 前 か ら ず っ と 計 上 、 同 じ よ う な 金 額 を 計 上 し て い る と 思 う ん で す け れ ど も 、

いつから実施する予定なのか。  

  それから、県で実施しているのに、なぜ一般社団法人なる団体にですね、講師を依頼しなければならないのか、それ、

み ん な 、 例 え ば 広 域 、 そ れ こ そ 広 域 的 に や る と か 、 そ う い う よ う な こ と は 可 能 で な い の か ど う か 。 そ の 辺 は ど う い う 見

通しなのかですね、お聞きしたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいま人事評価の手当等に対する反映というお話でございますが、これちょっと記憶の話なので、正確ではないかも

し れ ま せ ん け れ ど も 、 最 近 出 ま し た 法 律 の 中 で 、 た し か 二 年 後 か ら 人 事 評 価 の 手 当 の 反 映 と い う の が 決 ま っ た と 記 憶 し

て お り ま す 。 そ れ に 向 け ま し て 、 私 ど も と い た し ま し て は 、 そ の 法 律 が 決 ま る 前 か ら 準 備 を 重 ね て き た と こ ろ で ご ざ い
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ま す 。 研 修 を し て み ま す と 、 や は り そ の 評 価 す る 人 に よ っ て 、 あ る 程 度 の ば ら つ き が 見 え ら れ ま す の で 、 そ れ を で き る

だけなくした段階での導入というのを考えております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  もう一つ聞いているんですけれどもね、なぜ一般社団法人、そこに藤崎としてだけ依頼しているのかということです。

も っ と 南 黒 と い う か 、 そ う い う 研 修 で あ れ ば で す ね 、 共 通 点 が あ る わ け で す ん で 、 そ う い う 中 南 だ ら 中 南 で ま と ま っ て

研 修 を 受 け る と か 、 あ る い は 県 が 音 頭 を と っ て そ う い う の を 進 め る と か 、 ど う し て そ う い う ふ う な や り 方 は と れ な い ん

ですかということを聞いているんですけれども。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいまのまとまって研修はやれないのかというお話でございますが、一つには、いつまでにやるというのがこれまで

決 ま っ て い な か っ た と い う こ と が あ る か と 思 い ま す 。 そ れ と 、 も う 一 つ に つ き ま し て は 、 こ の 人 事 評 価 の 委 託 料 に つ き

ま し て は 、 地 域 振 興 協 会 の ほ う か ら 助 成 が な さ れ て お り ま し て 、 こ の か か っ た 費 用 の ほ と ん ど が そ の 対 象 に な っ て お る

というものでございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  前田委員。  

○前田信一委員  

  ページ数は百十九ページです。農政課にお聞きしますけれども、十三節県りんご産業基幹青年養成委託料、それから続
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き ま し て こ の 下 の り ん ご 病 害 虫 マ ス タ ー 養 成 委 託 料 、 関 連 が あ り ま す の で 、 何 人 か 、 そ こ ら 辺 の と こ ろ を 詳 し い こ と を

お知らせください。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  農政課長。  

○農政課長（三上正裕君）  

  養成人数ですね。基幹青年がですね、三人でございます。それから、病害虫マスターは一人でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  前田委員。  

○前田信一委員  

  これ、りんご協会の事業なんですけれども、前から若い人たちの話を聞いたとき、これは技術的にも大変町にとっても

い い 事 業 で す し 、 ま た 、 た だ 、 そ の 中 で り ん ご 協 会 の 中 で は 、 各 町 村 に 割 り 当 て の 人 数 が た し か あ る と 思 っ て い ま し た 。

そ れ で 、 割 り 当 て が あ っ て 、 ど こ か で あ き が 出 た と き に 、 こ れ は 予 算 内 で は 消 化 で き な い ん で す け れ ど も 、 そ れ に 対 し

て 補 正 を 組 ん で い た だ く と か 、 私 も 行 き た い ん だ よ と い う 人 に は ぜ ひ そ う い う の を 考 え て も ら っ て 、 い ろ い ろ な 技 術 を

習得してもらいたいというふうに思いますけれども、そこら辺はどういうふうに……。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  平田町長。  

○町長（平田博幸君）  

  前田議員もリンゴ農家でございますので、その技術向上のために若い世代がこのような勉強会に大いに出ていただきた

い と い う 旨 の 質 問 だ と 、 そ う 思 っ て お り ま す 。 現 状 で は 三 人 、 そ れ か ら 病 害 虫 マ ス タ ー が 一 人 と い う こ と で ご ざ い ま す

け れ ど も 、 隣 の 板 柳 町 さ ん な ん か は で す ね 、 い わ ゆ る 基 幹 青 年 に 毎 年 毎 年 十 人 以 上 出 し て い ま す 。 こ の 枠 組 み と い う の
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は 、 り ん ご 協 会 で あ る 程 度 決 め て い る も の の 、 例 え ば 我 が 町 の い ろ い ろ な 団 体 、 り ん ご 支 会 も あ れ ば 、 共 防 連 も あ る し 、

あ る い は わ い 化 研 究 会 も ご ざ い ま す の で 、 そ う い う 団 体 か ら 多 く 手 を 挙 げ て い た だ い て 、 そ の た び に で す ね 、 次 年 度 の

予 算 に 間 に 合 え ば 、 そ の と き と 、 あ る い は 途 中 で ね ば 、 予 算 立 て ら れ な い と き は 、 補 正 予 算 と い う よ う な 形 で 積 極 的 に

これは後方支援をしていきたいと、そう思っております。ありがとうございました。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  前田委員。  

○前田信一委員  

  町長から本当にこう力強いお言葉といいますか、本当にこう同じリンゴ農家として頑張っていきたいなと思っています

し 、 ま た 、 何 で す か 町 で は コ ン フ ュ ー ザ ー 、 そ れ か ら ス プ レ ー ヤ ー の 補 助 金 と か 、 ほ か で は な い よ う な 補 助 金 も 出 し て

い っ て い ま す し 、 こ こ で 春 の 予 算 で は 病 害 虫 マ ス タ ー 、 も う 一 人 あ っ た と 思 っ て い た ん で す け れ ど も 、 現 在 、 こ れ は 一

名 減 に な っ て い る と 思 う ん で す け れ ど も 、 せ っ か く こ う い う 基 幹 産 業 の リ ン ゴ と い う こ と で 、 コ ン フ ュ ー ザ ー や ら 、 ス

プ レ ー ヤ ー の 補 助 金 と か や っ て い ま す の で 、 ま す ま す 技 術 向 上 と か 、 ス プ レ ー ヤ ー 、 病 害 虫 も き ち ん と し た 体 制 で や る

た め に は 、 何 と か 二 名 だ と 思 っ て い ま し た け れ ど も 、 そ こ ら 辺 も も う ち ょ っ と 頑 張 っ て い た だ い て 、 共 防 連 と か 、 い ろ

いろ団体がありますので、何とかそこら辺のほうをよろしくお願いします。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  農政課長。  

○農政課長（三上正裕君）  

  今の件ですが、実はですね、基幹青年はずっと三人で来ていました。それで、病害虫マスターについては、去年実は二

人 分 の 予 算 を 盛 っ た ん で す け れ ど も 、 当 初 。 と こ ろ が 各 支 会 さ ん に 、 一 応 当 然 話 を し て 、 推 薦 し て も ら う ん で す け れ ど

も 、 そ の と き た ま た ま と い う か 、 い つ も 出 て く る ん で す が 、 一 人 し か 上 が っ て こ な か っ た ん で す 。 何 か で す ね 、 協 会 、
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支 会 の 中 で も 周 知 等 な ん か も 余 り う ま く い っ て い な か っ た と 、 後 で 聞 い た ん で す け れ ど も 、 な か っ た よ う で 、 そ こ に つ

い て は 今 後 で す ね 、 も っ と も っ と 皆 さ ん 、 支 会 員 に 諮 っ て 、 で き る だ け 多 く と い っ て も 町 の 予 算 が あ り ま す け れ ど も 、

それに出してもらえるように、努力していきたいと思ってございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。吉村委員。  

○吉村忠男委員  

  ページ数は三つに分かれておりますので、ページ数は言いません。  

  バスの運行業務の委託に対してお伺いいたします。  

  今現在、巡回バス、福祉バス、スクールバスと三台、巡回バスの年間の委託料は四百二十八万四千円、福祉バスは五百

四 十 二 万 九 千 円 、 ス ク ー ル バ ス は 一 千 四 百 万 円 ち ょ っ と で す け れ ど も 、 合 計 で 約 二 千 三 百 七 十 万 円 く ら い の 、 こ れ は 運

転手とかの業務に対しての人件費の委託費と考えていますけれども、それでいいですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいまバスの運行の委託のご質問がありましたけれども、委託内容といたしましては、運行に関する全般の業務委託

ということでございます。  

  追加でお話ししますが、バスそのものは町の所有ということになってございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  吉村委員。  

○吉村忠男委員  
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  これの委託料はこれで二千三百七十万円ほどということでわかりましたけれども、これとまた別に燃料費、また一年に

一回の車検、それから保険とか、そういうものに係る諸経費、年間どのくらいかかっているもんですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  私のところでは、巡回バスということに限らせてお話をさせていただきたいと思います。  

  巡回バスにつきましては、百二十万円ほどの燃料費の支出となってございます。それと、二十五年度の場合修繕料とい

たしましては六十七万円ほどかかってございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  吉村委員。  

○吉村忠男委員  

  車検のそういうような値段はわからないものですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  三カ月点検及び車検を含めまして二十三万円ほどかかってございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。工藤委員。  

○工藤健一委員  

  ページ数は二十九ページの給食費負担金滞納分です。これは常盤地区と藤崎地区の徴収方法は違うと前に聞いたんです
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けれども、その徴収方法と件数をお知らせください。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  学校給食センター所長。  

○学校給食センター所長（佐々木盛男君）  

  徴収方法は、旧藤崎地区は集金袋、ＰＴＡ会費とか、その他の会費と一緒に袋で現金で徴収しております。旧常盤、常

盤小学校と明徳中学校に関しましては、口座引き落としとなっております。  

  繰り越しの件数につきましては、三名の方になっております。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  工藤委員。  

○工藤健一委員  

  徴収方法が違うんですけれども、やはりね、私から見れば、子供に藤崎地区のように徴収袋を持たせてやれば、滞納、

藤 崎 地 区 だ か 常 盤 地 区 だ か は ち ょ っ と 三 名 の 方 は わ か ら な い ん で す け れ ど も 、 ど ち ら の 方 か は わ か ら な い で す け れ ど も 、

口 座 振 込 み に な る と さ 、 ま ず 保 護 者 の 方 が 忘 れ た り 、 通 帳 に 金 入 っ て い な か っ た り 、 そ う い う の は 大 い に あ る と 思 う ん

で す け れ ど も 、 子 供 た ち 、 子 供 た ち は 知 ら な い か ら 、 保 護 者 が 何 か 払 っ て い な い か 払 っ て い る か わ か ら な い で す け れ ど

も 、 そ の 子 供 た ち は わ か ら な い と 思 う ん で す よ 。 で き る だ け 、 子 供 た ち さ 袋 を 持 た せ れ ば 、 滞 納 額 が な く な る よ う な 感

じするんですけれども、どうですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  学校給食センター所長。  

○学校給食センター所長（佐々木盛男君）  

  滞納額五万九千四百円なんですが、こちらのほうは八月の五日に全て完納になってございます。以上です。  
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○委員長（奈良岡文英君）  

  吉村委員。  

○吉村忠男委員  

  さっきちょっとこう半端になっていたところもちょっと伺います。  

  私のこの考えですけれども、個人的な考えですけれども、建設課あたりでこの除雪、冬の除雪は、今は機械の持ち込み

で ワ ン シ ー ズ ン 何 ぼ っ て 、 こ う や っ て お り ま す け れ ど も 、 こ の 巡 回 バ ス 、 そ れ か ら 福 祉 バ ス 、 ス ク ー ル バ ス 、 こ れ を 三

つ も で き る の で あ れ ば バ ス と か 、 そ う い う 車 両 を 持 ち 込 ん で 年 間 幾 ら と か 、 そ う い う 田 舎 館 あ た り で は そ う し て 行 っ て

いるようですけれども、そういうようにするようなお考えをお持ちなものですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいま車両込みでのバスの委託というお話かと思いますけれども、現状、町のほうではバスそのものがあるわけでご

ざいます。ですので、当面の間はこの形の業務委託ということで進めてまいりたいというふうに考えております。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  野呂委員。  

○野呂日出男委員  

  百十九ページですけれども、堆肥製造施設指定管理料が百五十万円ほど出ていますけれども、これはあくまでも休業状

態 だ と い う こ と は 私 も 知 っ て い ま す け れ ど も 、 昨 年 度 に 対 し て 、 天 候 が 関 係 あ り ま す の で 、 ほ と ん ど 効 果 が な か っ た ん

で は な い か と 、 こ う 思 っ て い ま す け れ ど も 、 そ れ は そ れ と し て 、 こ こ で 使 用 し て い る 機 械 、 器 具 等 の 現 状 を ひ と つ お 知

らせしていただきたいと思います。  
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○委員長（奈良岡文英君）  

  農政課長。  

○農政課長（三上正裕君）  

  機械、施設の現状ですね。  

  現在、今休止中でございます。受け手がいないということで、そういう状況でございます。  

  それから、もう一つ、私のほうから皆さんにこれここに百五十万円というふうに書いていますが、これ実は、堆肥利用

組 合 さ ん で 中 途 で や れ な く な っ た と い う こ と で 、 そ こ ま で か か っ た 分 を 差 し 引 い た 分 、 約 七 十 万 円 な ん で す が 、 返 戻 を

受けてございます。報告まで、以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  野呂委員。  

○野呂日出男委員  

  そこで使っている今現在の補助金対象で購入したと思いますけれども、例えば梱包機とか、付随した、あればトラクタ

ーとか、リフトとかももしあればそういうものがどのような管理方法になっているものですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  農政課長。  

○農政課長（三上正裕君）  

  昨年度までについては、稲わら利用組合さんに指定管理料を払っているということで、そちらのほうに管理していただ

い て い ま す 。 た だ 、 な か な か 機 械 の 整 備 等 に も お 金 が か か る と い う こ と で 、 整 備 し な い で 使 え な く な っ た も の も ご ざ い

ま し た 。 今 年 度 に 入 っ て か ら は 、 そ う い う 受 け 入 れ 先 が な い と い う こ と で 、 今 の 施 設 の 中 に そ の ま ま 保 管 さ れ て い る 状

況でございます。以上でございます。  
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○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。奈良委員。  

○奈良完治委員  

  ページ数は、九十七ページ、児童福祉費の中の右側の九十七ページの備考の下から三つ目の出産祝金と育成奨励金、私、

ちょっと縁がないあれですけれども、これからの活性化のためにひとつこの中身をちょっと教えていただけませんか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  お答えいたします。  

  まず、出産祝金についてでありますが、第三子以降のお子さんを出産した方に十万円助成しております。  

  次に、育成奨励金についてでありますが、これにつきましては、合併前の旧常盤村の制度を経過措置として継続いたし

ま し て 、 合 併 直 前 に 生 ま れ た 該 当 者 が 中 学 校 入 学 す る ま で の 間 の 事 業 で 、 一 人 当 た り 中 学 校 入 学 時 に 十 二 万 円 補 助 し て

おります。平成二十五年度は七名で八十四万円となったものであります。以上であります。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  奈良委員。  

○奈良完治委員  

  それこそ予算と決算が同じということは、それこそ当初計画ってはあれですけれども、予想したとおりのこの百五十万

円 と い う ふ う に 理 解 し て よ ろ し い ん で し ょ う か 。 今 、 お っ し ゃ っ た 出 産 祝 金 の 話 で す け れ ど も 。 同 じ と い う こ と で す よ

ね。  

○委員長（奈良岡文英君）  
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  住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  お答えいたします。  

  育成奨励金につきましては、人数が当初からわかっておりますので、同じ金額でございますが、出産祝金については、

当 初 予 算 の 段 階 で は 予 想 を 立 て て 積 算 し て お り ま す の で 、 今 回 の 場 合 、 五 十 万 円 不 用 額 と し て 出 て お り ま す 。 以 上 で あ

ります。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  奈良委員。  

○奈良完治委員  

  町長に一つお願いしたいんですけれども、いろいろその前からいろいろ議論、私、ここに来る前から議論になっている

と は 思 う ん で す け れ ど も 、 何 と か こ の 子 供 を 育 て や す い 、 そ れ か ら 子 供 を 出 産 し て ほ し い と か 、 地 域 活 性 化 の た め に 、

これもう一工夫何とかならないものでしょうかと思いまして。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  町長。  

○町長（平田博幸君）  

  総体的なご意見という形で私、お答えしたいと思っております。就任してから約三年たちますけれども、子育て、ちょ

っ と で も し や す い 環 境 を つ く る た め に 、 二 十 四 年 度 か ら は 小 学 生 ま で 窓 口 医 療 費 ゼ ロ に さ せ て い た だ き ま し た 。 こ れ は

議 会 の 理 解 も あ っ て で き る こ と で ご ざ い ま し て 、 ま た 、 二 十 五 年 度 は 中 学 校 ま で 延 ば し た と こ ろ で ご ざ い ま す 。 再 三 に

わ た り ま し て 、 浅 利 議 員 か ら は 所 得 を 撤 廃 せ よ と い う よ う な お 話 も あ り ま し て 、 そ れ も ひ っ く る め て で す ね 、 今 後 の 財

政 と に ら み な が ら 、 再 度 点 検 、 精 査 し て 、 次 年 度 の 予 算 等 に も ま た 反 映 さ せ て 決 定 し て い き た い と 、 そ う 思 っ て お り ま
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す。  

  また、住民課には、住民課長には、近隣市町村の保育料等も今精査させてございます。保育料が我が町が近隣市町村に

と り ま し て ど う な の か 。 多 少 高 い の か 、 安 い の か も う ち ょ っ と 財 政 と に ら み な が ら 、 低 く で き な い の か 、 三 市 と か 、 二

市 と か あ り ま す の で 、 そ の 辺 も 総 合 的 に ひ っ く る め て 、 今 検 討 中 で ご ざ い ま す の で 、 も う し ば し 時 間 を い た だ き た い と 。

た だ 、 財 政 も 限 ら れ て ご ざ い ま す の で 、 次 年 度 か ら は 地 方 交 付 税 の 算 入 が 著 し く 目 減 り に 入 っ て い き ま す 。 そ う い う の

も踏まえながら、鋭意努力していきたいと、そう思っております。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はありませんか。鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  ページ数は六十三ページでございます。町内会運営事務費等交付金四百十四万四千円、これの計算過程をお知らせくだ

さい。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ちょっと手元に詳しい資料がないんですけれども、概略でお話ししたいと思います。一世帯当たり幾らということの算

定と、あと基本額一町内当たり幾らということで算定しておるというふうに記憶してございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  今のお話では、じゃあある一定の期日の段階での世帯数に対しての掛ける幾らなら幾らというのと、プラス基本と、と
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い う こ と は 、 こ れ は 現 実 的 に 言 え ば 、 じ ゃ あ 世 帯 数 と い う の は 各 町 内 で 毎 年 こ う 変 わ っ て い く と 思 う ん で す よ 、 引 越 し

あ っ て み た り 、 転 入 あ っ て み た り 。 と い う こ と は 、 町 内 単 位 の 中 で 毎 年 こ う 交 付 金 は 変 わ る っ て す の は 、 よ ろ し い ん で

すね。変わるということで。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  たしか前年の世帯数でやっておりますので、必ずしも同じ額というふうなことにはならないと思います。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  鶴賀谷委員。  

○鶴賀谷  貴委員  

  この支給は具体的に言えば行政側から各町内に行くのはいつごろ、これの支給は、交付金の支給はいつ行くんですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  たしか六月ごろだったと記憶しています。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  ページ数でいきますと五十九ページですけれども、一般管理費、総務費の一般管理費です。八節の報償費ですか。行政

連 絡 員 表 彰 費 じ ゃ な く て 、 そ の 下 の 顧 問 弁 護 士 料 三 十 六 万 円 と な っ て い ま す よ ね 。 こ の 顧 問 弁 護 士 と い う の は 、 性 格 は 、
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行政のための町長と職員のための顧問弁護士なんですか。性格をお聞きいたします、まず。  

  それからもう一つ、具体的には顧問契約というのはどういうふうな内容になっているんですか。問題があれば随時各課

か ら 問 い 合 わ せ て も い い ん で す か 、 こ れ 。 各 課 か ら ど う い う 顧 問 契 約 に な っ て い ら っ し ゃ る ん で す か 、 お 聞 き い た し ま

す。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいま顧問弁護士の性格と、顧問契約の内容ということでございますけれども、性格といたしましては、町が行って

いる事業の中で法律的な相談が必要な場合に、相談に行くという体制になって、性格になってございます。  

  顧問契約の内容ということでございますが、これは先ほども申し上げましたとおり、各課において法律的な相談が必要

になった場合に、各課のほうで相談に行っておるものでございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  これに基づいて昨年度、顧問弁護士にですね、相談した件数と内容はどういうふうになっていらっしゃるんですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  三十六万円の内訳につきましては、毎月三万円という形になっておるものでございます。件数によって幾らという形の

も の と は な っ て お り ま せ ん 。 先 ほ ど 庁 内 の 相 談 件 数 と い う こ と で ご ざ い ま し た が 、 た し か こ れ も 記 憶 の 世 界 で 申 し わ け
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ございませんが、五件ほどあったかというふうに記憶しております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  五件の内容はどういう内容だったんですか。町長は相談したことあるんですか、お聞きいたします。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  町長の直接の相談というものはございません。あくまでも町の事業の中で必要となった法律相談でございます。たしか

建 設 課 の 住 宅 料 の 関 係 で 相 談 に な っ た こ と も ご ざ い ま す し 、 私 ど も の 競 輪 交 付 金 の 関 係 で も 少 し 相 談 に 行 っ た か と い う

ふうに記憶しております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかにございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  今、競輪の相談の対象になっていたんだというようなこと。これもページ数は歳入の中にありましたですよね。二千七

百 万 円 だ っ た と 思 う ん で す け れ ど も 、 ち ょ っ と ペ ー ジ 数 は っ き り し な く な っ て 申 し わ け な い ん で す け れ ど も 、 最 終 的 に

協 議 を 進 め て 、 ど う い う 結 果 に な っ た の で し ょ う か 。 そ の 辺 は 我 々 ち ょ っ と 報 告 は 受 け て い な い ん で す け れ ど も 、 協 議

の 結 果 ど う い う ふ う に な っ て い る ん で す か 。 報 告 は し た ん で す け れ ど も 、 そ れ か ら 進 展 は あ る ん で す か 。 報 告 は 受 け て

いるんですけれども。  

○委員長（奈良岡文英君）  
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  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  競輪交付金につきましては、青森市との経緯について、たしか全員協議会を開いていただきまして、最終結果について

ご 説 明 申 し 上 げ た と 思 い ま す 。 そ の 内 容 と い た し ま し て は 、 藤 崎 場 外 車 券 売 り 上 げ の 〇 ・ 五 ％ と い う こ と で 説 明 を 申 し

上げております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  ページ数六十五ページのですね、これは十三節の委託料です。防災行政無線保守業務委託料百二十一万円ほど、これは

ど う い う 毎 月 定 期 的 に メ ー ン の い わ ゆ る 無 線 施 設 を 保 守 点 検 す る と い う こ と な ん で す か 。 そ の 費 用 が 百 二 十 一 万 円 と い

う こ と な ん で し ょ う か 。 そ の 無 線 の 保 守 業 務 委 託 料 百 二 十 一 万 円 、 毎 月 点 検 、 あ る い は さ ら に そ れ に 加 え て 何 か ト ラ ブ

ル が 起 き た と 。 聞 こ え な い と き が あ り ま し た と か っ て 、 使 え な い と き が あ り ま し た と か と い う 報 告 も あ る ん で す け れ ど

も、この内容をですね、委託内容を明記していただきたい。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいま防災行政無線の保守業務委託料の内容ということでございますが、この保守業務の委託につきましては、二十

四 年 度 ま で は 予 算 措 置 は し て ご ざ い ま せ ん 。 二 十 五 年 度 に な り ま し て 、 い ろ い ろ と 聞 こ え が 悪 い と か 、 そ う い う ふ う な

お 話 が ご ざ い ま す の で 、 二 十 五 年 度 か ら 委 託 を し て 、 定 期 的 な 点 検 と そ の 都 度 必 要 に 応 じ て 保 守 の ほ う を お 願 い し て お

るわけでございます。以上でございます。  
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○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかにございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  聞こえが、何億円もかけた割には私の家も古い木造の家で、比較的聞こえるほうなんですけれども、何か聞こえが悪い

と い う 、 聞 こ え が 悪 い と い う か 、 そ ん な に よ く な っ て な い な と い う 感 じ も 受 け て い ま す 。 そ れ か ら 、 も 一 人 の 人 は 、 業

務 の 支 障 に な る じ ゃ っ て 、 役 場 に も 何 回 も 電 話 を か け て い る 人 も あ る よ う で あ り ま す け れ ど も 、 私 な ん か も じ ゃ あ い わ

ゆ る ホ ス ト の 役 場 に あ る 保 守 点 検 じ ゃ な く て 、 先 ほ ど の お 答 え に よ る と 、 例 え ば 私 、 水 木 な ら 水 木 の あ そ こ の ポ イ ン ト

の あ れ が 悪 い よ と か 、 下 か ら 、 近 く か ら 苦 情 が 来 て い る か ら 方 向 は 変 え よ う と か 、 そ う い う よ う な 類 の 委 託 契 約 な ん で

すか。先ほど説明した内容をもうちょっと詳しく説明していただきたい。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  防災行政無線の保守の委託の内容ということでございますが、それこそ定期的に受信されている、されていないという

点 検 は も ち ろ ん で ご ざ い ま す 。 そ れ と 、 先 ほ ど 浅 利 委 員 の ほ う か ら お 話 の あ り ま し た よ う に 、 こ の 箇 所 は 今 現 在 聞 こ え

の 状 態 が よ く な い と い う こ と に 対 し ま し て 、 個 々 に そ の 場 所 に 行 っ て 、 聞 こ え の 状 況 を 確 認 し て お る 内 容 で ご ざ い ま す 。

以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  関連して、町民の方、この防災無線と関係するような関係しないような、関係しないなら打ち切ってもよろしいですの
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で 、 い わ ゆ る 夕 焼 け 小 焼 け じ ゃ な い 、 コ ー ル が 着 メ ロ 、 携 帯 で 言 え ば 着 メ ロ 、 あ る い は 時 間 を お 知 ら せ す る 五 時 な ら 五

時 、 六 時 な ら 六 時 で し た で す か ね 、 五 時 だ よ ね 。 五 時 な ら 五 時 に メ ロ デ ィ ー で す ね 。 こ れ 十 年 合 併 た っ た け れ ど も 、 前

か ら む っ た ど 同 じ で ね な と 。 工 夫 も 足 り な い な と い う ふ う な 声 、 二 人 、 三 人 か ら 聞 い て い る ん で す 。 藤 崎 音 頭 の 声 も あ

り ま す け れ ど も 、 何 か そ う い う の を 新 た に 変 え よ う と す れ ば お 金 が こ の か か り 過 ぎ る 、 か か る か ら な の か 、 検 討 し て い

る の か ど う か で す ね 。 何 か 徳 下 に 行 っ た と き で す ね 、 田 舎 館 で 「 花 は 咲 く 」 の メ ロ デ ィ ー を 流 し て い ま し た ね 。 田 舎 館

の ほ う 進 ん で い る じ ゃ と 思 っ た 記 憶 が 、 メ ロ デ ィ ー で は で す ね 。 だ か ら 、 質 問 内 容 は で す ね 、 そ う い う メ ロ デ ィ ー を で

すね、変えるような検討だとか、そういうような意向はないかということをお聞きいたします。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  総務課長。  

○総務課長（五十嵐  晋君）  

  ただいまの時報のメロディーを変える意思はというお話でございますが、地域懇談会とかに行きました際にも、いろい

ろ お 話 が 出 て お る こ と で ご ざ い ま す 。 浅 利 委 員 の 意 見 も 考 慮 に 入 れ な が ら 、 や れ る も の か や れ な い も の か も 含 め ま し て 、

検討してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑ありませんか。  

  先ほどの質疑の中で、自殺者数についての質疑がありましたが、それについて福祉課長から発言が求められていますの

で、これを許します。福祉課長。  

○福祉課長（齋藤美津昭君）  

  先ほど鶴賀谷委員のご質問に、即座にご答弁できませんことをまずは謝らせていただきます。  

  自殺者の対策事業に関しましては、歳入の三十七ページのところにございます県の補助金二百二十四万六千円を活用し



 - 45 - 

て 実 施 し て ご ざ い ま す 。 事 業 の 内 容 に つ い て は 、 先 ほ ど 申 し 上 げ た 各 講 演 会 、 そ れ か ら 相 談 事 業 と か 、 そ う い う も の を

実 施 し た り し て お り ま す 。 そ し て 、 ご 質 問 の 趣 旨 で あ り ま し た 自 殺 者 の 人 数 で ご ざ い ま す が 、 平 成 二 十 年 か ら 申 し 上 げ

ます。  

  平成二十年は六人、二十一年が八人、二十二年が五人、二十三年が六人、二十四年度が五人、そして二十五年度は四人

と い う こ と で 、 こ こ 六 年 間 で は 一 番 少 な い と い う 形 に は な っ て お り ま す が 、 で き る だ け 一 人 で も 少 な く な る よ う に 努 力

してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  昼食のため休憩いたします。  

  再開時刻は午後一時十分といたします。  

     休  憩  午後〇時一分  

                                                   

     再  開  午後一時九分  

○委員長（奈良岡文英君）  

  それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。  

  ほかに質疑はございませんか。佐々木委員。  

○佐々木政美委員  

  ページは百二十九ページです。藤崎町の魅力発信業務委託料、これちょっと教えてほしいんですけれども。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  
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  町村の魅力発信事業助成金を活用いたしまして、昨年度はゆるキャラによる町の発信をいたしました。このうちの委託

料 は キ ャ ラ ク タ ー グ ッ ズ の 製 作 、 ス テ ッ カ ー や ク リ ア フ ァ イ ル 、 そ れ か ら ハ ン カ チ タ オ ル 、 こ う い っ た 粗 品 と な る も の

を製作、委託したものでございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  佐々木委員。  

○佐々木政美委員  

  町長にお聞きしますけれども、町長は拠点づくりを目指していますんで、このゆるキャラとか、そういうのはいいんで

す け れ ど も 、 町 の 発 信 を 要 は 全 国 的 に ア ピ ー ル す る に は 、 拠 点 づ く り を 目 指 す 町 長 は 、 何 を ア ピ ー ル し た い か 、 そ こ ら

辺、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  町長。  

○町長（平田博幸君）  

  まず、全国的に自慢できることはですね、やっぱりここで生まれたリンゴのふじが、今や世界各国で愛され、栽培され

て 、 生 産 量 が 一 位 の そ の ふ じ と い う こ と に な り ま し た 。 そ の ふ じ と 、 そ れ か ら 何 と い っ て も 常 盤 、 旧 常 盤 時 代 か ら 築 き

上 げ た い き い き ま つ り で 、 日 本 一 の ジ ャ ン ボ お に ぎ り 、 こ れ は 二 メ ー ト ル 四 方 の 四 角 い 円 錐 形 の 形 で ご ざ い ま す け れ ど

も 、 そ う い う も ろ も ろ の こ と を で す ね 、 中 心 に 、 ま ず は 食 彩 、 み ど り 豊 か な 藤 崎 町 、 ふ じ 、 ジ ャ ン ボ お に ぎ り 、 そ し て

何 と 言 っ て も 町 民 が で す ね 、 非 常 に こ の 地 域 を 愛 し な が ら 、 各 団 体 と も に ま さ し く 一 生 懸 命 頑 張 っ て い る 姿 に も ま た 感

銘 を 受 け て い る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 代 表 す る も の は リ ン ゴ の ふ じ 、 そ し て ク リ ー ン ラ イ ス を 利 用 し た こ の ジ ャ ン ボ お

にぎりをメーンに、いろいろ発信していきたいと、そう思っております。  

  なお、ゆるキャラをつくってからですね、方々から、非常にこのお誘いがかかって、担当の企画財政課は毎週のように
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こ の 出 向 い て い ま す 。 そ う い う 発 信 を ま た し て い る の も 皆 さ ん も ご 理 解 し て い た だ け れ ば な と 、 そ う 思 っ て お り ま す 。

近 々 、 十 月 の 二 十 四 日 、 二 十 五 は 、 青 森 人 の 祭 典 中 野 と い う こ と で 、 こ れ に も ゆ る キ ャ ラ も 私 も 行 っ て 、 我 が 町 の い ろ

い ろ な 意 味 で の 地 方 を 発 信 す る よ う な 、 い わ ゆ る リ ン ゴ 、 あ る い は 玉 子 、 も ろ も ろ 持 っ て い き た い と 、 そ う 思 っ て お り

ます。  

  また、十月の四、五、これは田野畑の復興記念祭ということにも御案内いただきまして、これにもゆるキャラ初め、ラ

ブ リ ー コ ー ラ ス の 皆 さ ん 、 そ し て 町 の 物 産 等 も 持 っ て で す ね 、 少 し で も 地 域 の 元 気 を つ け る た め に 頑 張 っ て い き た い と 、

そ う 思 っ て お り ま す 。 機 会 あ る ご と に そ う い う こ と を も ろ も ろ 発 信 し て い き た い と 、 そ う 思 っ て お り ま す 。 以 上 で あ り

ます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  電子計算費のことなんですけれども、ページ数でいきますと七十一ページでございます。電子計算費の委託料のところ

で 、 総 合 行 政 シ ス テ ム 保 守 業 務 委 託 料 二 千 六 百 九 十 八 万 円 ほ ど 、 そ れ か ら 、 電 算 シ ス テ ム ネ ッ ト ワ ー ク 保 守 業 務 委 託 料

四 百 四 十 一 万 円 、 そ の ほ か に も あ る ん で す け れ ど も 、 こ の 保 守 業 務 で す ん で 、 構 築 さ れ た 機 種 、 機 器 や シ ス テ ム を 新 た

に 導 入 す る と い う よ う な こ と じ ゃ な く て 、 毎 年 必 要 な 保 守 業 務 と い う ふ う に な り ま す ん で 、 現 状 、 こ の 三 千 万 円 ほ ど か

か っ て い る 。 こ れ が ど う い う 内 容 な の か で す ね 、 ま ず 内 容 の 委 託 料 を 支 払 っ て い る 業 務 の 内 容 を で す ね お 示 し 願 い た い

と思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  
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  総合行政システムはですね、平成二十二、二十三年で導入したものでございまして、そのときはハード、いわゆる端末

と か 、 サ ー バ ー と か 、 そ れ を つ な ぐ 回 線 等 の で す ね 、 構 築 に 当 た っ た わ け で す が 、 そ の 後 、 そ の 機 械 を 利 用 し て 、 い わ

ゆるソフト利用料ということでこういう総合行政情報システム保守業務というのが発生してございます。  

  まずですね、内容としては、ハードウエアの年間保守料としてはサーバーの保守、それが二百五十万円、それからライ

ン プ リ ン タ ー の 保 守 百 二 十 万 円 、 そ れ か ら Ｏ Ｃ Ｒ の 読 取 装 置 の 保 守 三 十 六 万 円 、 こ う い っ た ハ ー ド ウ エ ア の 部 門 と ソ フ

ト ウ エ ア と い う こ と で 住 民 票 シ ス テ ム を 構 築 し て い る ミ サ イ リ オ を 中 心 と し た 各 種 税 シ ス テ ム 、 国 保 シ ス テ ム 、 こ う い

ったものが八百四十万円のライセンス料がかかってございます。  

  次に、町が独自に導入している財務会計システム、起債管理システム、それから児童福祉システムとかですね、そうい

っ た も の が で す ね 、 こ れ 以 外 の ラ イ セ ン ス 料 と い う 形 で 含 ま れ て ご ざ い ま す 。 こ れ が ト ー タ ル で 二 千 五 百 七 十 万 円 の 消

費税ということで二千六百九十八万五千円支出したものでございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  そうしますと、ハード面の保守というよりもですね、いわゆるライセンス料というか、利用料というのがですね、毎年

こ れ ぐ ら い は か か っ て い く と 。 三 千 万 円 近 く に な る と 、 人 で い け ば 、 一 人 五 百 万 円 に し て も 六 人 分 と い う か 、 い ず れ に

し て も こ う い う シ ス テ ム が な け れ ば 業 務 は 一 日 た り と も 立 ち 行 か な い と い う か 、 一 日 ぐ ら い は 、 一 日 、 二 日 は 何 と か な

る ん で し ょ う け れ ど も 、 そ う い う ふ う な 今 後 と も こ の 二 千 六 百 万 円 、 あ る い は 三 千 万 円 ぐ ら い の 範 囲 で ず っ と 推 移 し て

いくというふうなことで理解してよろしいんですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  
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○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  そのとおりでございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  電子計算費の七十一ページの最後のところに、認証スイッチ更改業務委託料というふうになっているんですけれども、

これはどういう内容なのか、ご説明願いたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  この認証スイッチというのは、合併時にそれぞれ持ち込んだ町の端末が町のシステムであるということを認証させるた

め の 機 器 で し て 、 十 年 を 超 え る 、 十 年 に な る と い う こ と で で す ね 、 保 守 サ ポ ー ト が 終 了 す る と い う こ と で 、 こ の サ ー バ

ー 等 を 交 換 し た も の で ご ざ い ま す 。 枠 内 に は で す ね 、 外 か ら パ ソ コ ン を 持 ち 込 ん で も 、 認 証 で き な い よ う な シ ス テ ム に

な っ て お り ま す の で 、 町 の 業 務 が 安 全 に 行 わ れ る た め に 必 要 で あ っ た と い う こ と で 、 今 回 サ ー バ ー 二 台 、 そ れ か ら コ ア

スイッチが一台、それから集線スイッチが五台という形で購入させていただいました。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  我々個人で使っている場合もオフィスといますか、ワードだとか、エクセルですね。十年ぐらい前だったらワードの二

〇 〇 〇 な ら 二 〇 〇 〇 は 一 家 で 二 台 、 三 台 あ れ ば そ れ を 使 え る と い う よ う な こ と も あ っ た ん で す け れ ど も 、 そ う す れ ば 、
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こ の 認 証 と い う の は 、 そ の ソ フ ト 面 の 具 体 的 に 言 え ば 、 例 え ば ウ ィ ン ド ゥ ズ で い け ば そ う い う ワ ー ド だ と か エ ク セ ル だ

と か そ う い う も の を 全 面 的 に こ う 認 証 を 受 け て や る わ け で す ん け れ ど も 、 そ う い う ふ う な ソ フ ト 面 の 切 り か え を し た と

い う こ と な ん で す か 。 こ れ は 今 回 限 り な ん で す か 、 そ れ と も ま た 五 年 ぐ ら い た て ば ま た や ら な け れ ば な ら な い こ と な ん

ですか、どういう見通しなんですか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  町の業務に使っているパソコンおよそ二百台ほどあるわけですけれども、これらに全てＩＤパスワードというものを振

っ て ご ざ い ま し て 、 そ れ が サ ー バ ー に ア ク セ ス 、 つ な が る と き に で す ね 、 こ れ が 町 の パ ソ コ ン か ど う か と い う 判 断 を す

る た め に ど う し て も 必 要 な 部 分 で し て 、 今 回 十 年 を 経 過 す る と い う こ と で 、 交 換 い た し ま し た が 、 次 期 交 換 と な れ ば 、

機 器 の 部 品 等 の こ と も ご ざ い ま す け れ ど も 、 お よ そ 八 年 な い し は 十 年 の 間 に ま た 交 換 す る こ と が 必 要 に な ろ う か と 思 い

ます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかにありませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  次のページですね。広報編集費ということで、支出済み額が五百十九万円ほどになっておるんですけれども、この中に

は 、 広 報 の 印 刷 製 本 費 と か 、 そ う い う の も 入 っ て い る ん で し ょ う け れ ど も 、 私 が 聞 き た い の は で す ね 、 先 ほ ど 町 長 も ち

ょ っ と 言 っ て い た ん で す け れ ど も 、 ふ る さ と 納 税 を や る た め に ホ ー ム ペ ー ジ も で す ね 、 変 え ら れ る と い う か 、 充 実 さ せ

る 部 分 は 充 実 さ せ た い と い う よ う な お 話 も あ っ た ん で す け れ ど も 、 ホ ー ム ペ ー ジ の 作 成 に つ い て は 、 庁 内 の 職 員 が で す

ね 、 手 づ く り で と い う か 、 そ う い う 点 で ほ と ん ど 費 用 を 、 予 算 を か け な い で で す ね 、 や っ て い る と い う こ と に つ い て 、
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私 、 評 価 は し て い る ん で す 。 た だ 、 も う ち ょ っ と 充 実 さ せ る 分 野 が で す ね 、 あ る ん で は な い か な と 。 例 え ば ふ る さ と 納

税 の 問 題 で も 、 あ る い は ま た 子 育 て 支 援 に か か わ る 分 野 で も で す ね 、 何 か こ う 年 に 一 つ ず つ で も 充 実 さ せ る 分 野 を つ く

っ て い く 、 そ う い う た め に で す ね 、 広 報 を 充 実 さ せ る 必 要 が あ る と い う 観 点 か ら お 聞 き し た い ん で す け れ ど も 、 広 報 委

員 、 町 の 広 報 紙 媒 体 の 広 報 に つ い て は 、 編 集 委 員 会 だ と か 、 そ う い う よ う な の は ど う い う ふ う に や ら れ て い る の か と い

うことと。  

  町長も言っていたホームページを充実するためのですね、今後の取り組みというのはどういうふうにやっていらっしゃ

る、やっていくつもりなのかですね、今までの執行状況を考えてですね、お答えいただきたいと思うんですけれども。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  広報の紙面充実に関しましては、毎年四月にそれぞれの課の、課、係のですね、毎年度広報記事掲載を依頼している部

署 に で す ね 、 今 年 度 の 方 針 等 を 打 ち 出 し て い る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 紙 面 充 実 の こ と に つ き ま し て は 、 今 後 と も 努 力 し

てまいりたいと思います。  

  もう一つ、ホームページにつきましては、これも平成二十三年度からですね、企画財政課の企画係のほうが中心となっ

て 、 そ れ ぞ れ の 課 の 業 務 ま た は お 知 ら せ し た い こ と を で す ね 、 集 め て 、 そ れ で 今 の ホ ー ム ペ ー ジ を つ く っ て ご ざ い ま す

が 、 と か く 役 場 の 職 員 の つ く る ホ ー ム ペ ー ジ で ご ざ い ま す の で 、 な か な か そ の 内 容 が 把 握 し に く い と い う よ う な こ と で 、

イ ラ ス ト 、 そ れ か ら 写 真 、 そ れ か ら も う 一 つ 一 歩 踏 み 込 ん だ 工 夫 等 を で す ね 、 今 後 と も 務 め て ま い り た い と 思 い ま す 。

よろしくお願いします。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  
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○浅利直志委員  

  このページ数はないんですと言えばしかられるんですけれども、二十五年度雑入予備費充用に関するこの資料も渡され

て い ま す よ ね 。 こ の 中 で で す ね 、 こ の 中 の で す ね 、 聞 き た い こ と は 、 た し か 二 ペ ー ジ の 一 覧 の 中 で 、 こ の ア ラ イ グ マ で

す ね 、 ア ラ イ グ マ 、 農 作 物 に 対 す る 被 害 だ と か 、 何 と か と い う こ と で 、 ア ラ イ グ マ 一 体 こ の 捕 獲 費 と い う か 、 殺 処 分 の

た め の 注 射 手 数 料 が 三 万 九 千 円 、 捕 獲 用 の 箱 わ な 、 金 網 の あ れ だ と 思 う ん で す け れ ど も 、 グ ロ ー ブ 購 入 七 万 二 千 円 と 。

こうなっているんですけれども、これは殺処分、実際逮捕じゃないな、捕獲したのは何匹いたんですか。  

  そして、具体的にはどういう経路でよくわからないのかもしれない。繁殖といいますか、そういうのをですね、どうい

うふうに把握していらっしゃるのか、ちょっと……。  

  もう一つ関連してお聞きします。何かことしはお盆の最中から猿が出没していますという放送をですね、お盆からあん

な 音 聞 き た く な い や と い う 人 も で す ね 出 て い る 。 一 体 ど こ か ら 来 た サ ル な ん だ と 。 猿 は ど う な っ た の か と い う の を 関 連

してお聞きしたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  お答えいたします。  

  私のほうからはアライグマの捕獲の状況と殺処分、そして繁殖についてというご質問にお答えするわけですけれども、

ま ず 、 捕 獲 で す が 、 平 成 二 十 五 年 の 六 月 二 十 六 日 か ら 最 後 が 十 二 月 十 三 日 ま で で 十 四 頭 捕 獲 し て お り ま す 。 捕 獲 場 所 で

ありますが、木挽町、葛野の二地区で十四頭捕獲しております。  

  繁殖についてというご質問もありましたが、繁殖、どのようにして繁殖しているのかにつきましては、私どもではわか

ら な い よ う な 状 況 で あ り ま す 。 た だ 、 体 長 が 二 十 セ ン チ や 二 十 一 セ ン チ と い っ た 非 常 に 小 さ い 、 恐 ら く 子 供 だ と 思 い ま



 - 53 - 

す け れ ど も 、 そ れ ら に つ い て も 五 頭 ほ ど 捕 獲 し て い ま す 。 主 に 普 段 使 わ れ て い な い 小 屋 の 屋 根 裏 と か に 生 息 し て い た も

の と 思 わ れ 、 小 屋 の 中 に そ の 箱 の わ な を 仕 掛 け た と こ ろ 、 捕 獲 さ れ た と 。 捕 獲 し た ア ラ イ グ マ に つ き ま し て は 、 動 物 病

院で一頭当たり三千円支払いして、殺処分しております。以上であります。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  農政課長。  

○農政課長（三上正裕君）  

  それでは、猿のことですけれども、ちょっと日にちのほうがですね、ちょっと定かでなくなりましたが、最初、通報あ

っ た の が 十 二 日 で な か っ た か な と 、 八 月 の と 、 記 憶 し て い ま し た 。 そ し て 、 前 の 新 和 コ ン ク リ ー ト の そ ば で 、 農 家 の 方

が 田 ん ぼ の 中 で 発 見 し た と い う こ と で 、 う ち ほ う の 農 政 課 の 職 員 が で す ね 、 行 っ た ん で す が 、 そ の と き は 見 つ け ら れ な

か っ た と 。 そ の 後 、 午 後 に 中 学 校 の 中 庭 で い ま し た 。 そ れ が 十 二 日 、 十 三 日 以 降 で す ね 、 町 内 を 転 々 と し て い ま す 。 堰

神 社 、 摂 取 院 、 そ れ か ら 佐 藤 の お 米 屋 さ ん の と こ ろ の 木 の 上 、 ま た 摂 取 院 に 帰 っ た の か な 。 白 子 に も 行 っ た と 聞 い て い

ま し た 。 最 後 に ま た 舘 川 の 摂 取 院 の あ の 辺 に 来 て い た と 、 私 の 聞 い た 話 で は 、 そ の 後 か ら 見 え な く な っ た と い う こ と で

ご ざ い ま し た 。 ち ょ っ と 中 間 が ち ょ っ と あ や ふ や に な っ て い ま し た が 、 現 在 は 確 認 さ れ て お り ま せ ん 。 以 上 で ご ざ い ま

す。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  ページ数は七十五ページであります。その簡易委託駅業務費ですね。コミュニティプラザ、その中の委託料十三節の中

の 自 由 通 路 エ レ ベ ー タ ー 保 守 点 検 業 務 委 託 料 か ら 駅 管 理 運 営 委 託 料 一 千 万 円 ほ ど 、 ぽ っ ぽ ら の 指 定 管 理 料 、 こ れ が 五 十

六 万 円 ほ ど に な っ て い る ん で す け れ ど も 、 特 に ぽ っ ぽ ら で す ね 。 駅 に 合 体 し て い る 施 設 と い う か 、 そ れ で 、 実 際 は 現 在
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休 ん で い る 状 況 な の か 、 現 在 の 状 況 を で す ね 、 お 知 ら せ 願 い た い と 思 い ま す 。 実 際 は 、 駅 の 職 員 が 何 か 自 販 機 だ と か 、

そ う い う の を 整 備 し て い る ん で す け れ ど も 、 現 在 の 状 況 と 今 後 の 取 り 組 み の で す ね 、 方 向 づ け な り 、 何 な り に つ い て 明

らかにしていただきたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  このコミュニティプラザぽっぽらはですね、平成二十五年から二十九年までの五年間の指定管理を藤崎町商工会にお願

い し て い る 施 設 で ご ざ い ま す 。 昨 年 の 利 用 状 況 に よ り ま す と 、 喫 茶 ぽ っ ぽ ら を 、 軽 食 喫 茶 ぽ っ ぽ ら を 運 営 し な が ら 、 掃

除 、 維 持 管 理 、 そ れ か ら イ ベ ン ト と い う よ う な こ と を 行 っ て お り ま し た が 、 残 念 な が ら 、 こ と し の 三 月 い っ ぱ い で そ の

軽 食 喫 茶 ぽ っ ぽ ら を 閉 鎖 し た と 。 そ の 後 は 、 駅 の 役 務 員 の 方 が で す ね 、 掃 除 並 び に 管 理 、 施 錠 、 こ う い っ た 形 で の 管 理

を し て い る わ け で す が 、 町 民 の 皆 様 か ら は で す ね 、 か え っ て う る さ く な く て よ く な っ た と い う 人 も ま た お り ま す し 、 何

か 寂 し く な っ た と い う 方 も お り ま す 。 こ こ ら 辺 の こ と は で す ね 、 今 後 、 商 工 会 、 指 定 管 理 者 で あ り ま す 商 工 会 と で す ね 、

平 日 の 運 営 と で す ね 、 土 日 の 活 用 と い っ た も の に つ い て 、 も う 少 し 協 議 し て い く 必 要 が あ る の で は な い か な と い う ふ う

に考えてございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  いわゆるイベントにというか、そういうのに有効活用する部分でですね、そういうのもいいかなというか、そういう余

り 食 堂 で ね 、 ラ ー メ ン 屋 だ と か 、 そ う い う の に で す ね 、 こ だ わ ら ず と い う か 、 当 初 は 気 軽 に 喫 茶 店 ふ う に 利 用 で き る よ

う な と い う 意 図 で あ っ た ん で す け れ ど も 、 し か し 現 状 と し て ど れ が い い の か と い う の を や っ ぱ り 、 た だ 単 に 商 工 会 に 委
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託 し て い る か ら 、 商 工 会 主 導 じ ゃ な く て で す ね 、 十 分 協 議 し て で す ね 、 何 が い い の か で す ね 、 静 か に し て イ ベ ン ト で は

自 由 に 使 え る と い う よ う な 形 と か ね 、 ど う い う 形 が い い の か 、 本 当 に こ れ も 有 効 に 活 用 し な い と で す ね 、 ま た 建 物 は つ

く っ た け れ ど も 、 中 身 は か ら っ ぽ じ ゃ な い か と 。 実 際 水 回 り だ と か 、 さ ま ざ ま あ る 面 で は 無 駄 に な る と こ ろ も あ る か も

知 れ な い け れ ど も 、 そ こ は 行 政 の ほ う も で す ね 、 商 工 会 任 せ じ ゃ な く て 、 あ る 種 の 提 案 や そ う い う も の を 出 し 合 っ て で

す ね 、 今 後 の 運 営 を 考 え て い た だ き た い と い う こ と を 要 望 し て お き た い と 思 い ま す 。 そ の 中 で 、 そ れ は 要 望 で す 。 ぜ ひ

早目に手を打っていただきたいという要望ですので。  

  その簡易委託、駅の中で、公衆電話購入費ということで九万九千九百六十円、これは買わなきゃならなかったのはどう

し て な ん で す か 。 買 っ て く れ と 言 わ れ た か ら 買 う ん で す か 。 今 も こ れ ぐ ら い 値 段 し て い る ん で す か 、 こ れ 。 ど う い う ふ

うな経過でこうなったんでしょうか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  公共施設にこれまで設置しておりましたいわゆるテレフォンカードでの公衆電話が非常に採算割れしているということ

で 、 Ｎ Ｔ Ｔ さ ん の ほ う で 引 き 上 げ と い う よ う な こ と が あ り ま し た 。 と こ ろ が 、 駅 に 電 話 が な い と 困 る と 。 皆 さ ん 携 帯 電

話 を お 持 ち で す け れ ど も 、 お 持 ち で な い 方 も お り ま す の で 、 そ う い う 方 に は で す ね 、 そ う い う 連 絡 手 段 が そ う い う 公 共

施設でなければいけないということで、急遽購入させていただいたものでございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質問はありませか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  電話はなければだめだとは思うんですけれども、いずれにしても押し売りに遭ったようなものじゃないのかなと思って
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お る ん で す け れ ど も 、 そ れ で 、 北 常 盤 駅 の で す ね 、 指 定 管 理 料 が 一 千 万 円 ほ ど に な っ て い る ん で す け れ ど も 、 現 在 は ど

う い う 体 制 で あ の 運 営 さ れ て い る の か で す ね 。 委 託 業 務 が ど う い う 範 囲 ま で 駅 の 切 符 を 売 る だ け な の か で す ね 、 掃 除 、

自 由 通 路 の 掃 除 だ と か 、 そ う い う こ と も 含 め て や っ て い た だ い て い る の か 、 何 人 体 制 で ど う い う 委 託 内 容 に な っ て い る

のか、説明していただきたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  企画財政課長。  

○企画財政課長（能登谷英彦君）  

  北常盤駅の管理運営業務につきましては、専任役務員を三人配置して、乗車券等のですね、購入、または管理をお願い

し て い る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 そ の ほ か に 、 通 常 の 清 掃 も エ ン ト ラ ン ス ホ ー ル 、 そ れ か ら 東 西 の 自 由 通 路 、 そ れ か ら 駅

前 広 場 の で す ね 、 ト イ レ 、 こ う い っ た と こ ろ の 掃 除 を お 願 い し て い る と こ ろ で ご ざ い ま す 。 そ れ 以 外 で も 業 者 さ ん を 入

れ て 、 年 に 数 回 特 別 清 掃 と い う こ と で 、 高 い と こ ろ の 清 掃 、 そ れ か ら 自 由 通 路 の 完 全 な 清 掃 と い い ま す か 、 き れ い に す

る と い う 特 別 な 清 掃 も 行 わ せ て ご ざ い ま す 。 そ れ 以 外 に 、 駅 周 辺 の ご み 拾 い 、 そ れ か ら 自 由 通 路 の エ レ ベ ー タ ー の 施 錠 、

開錠、それから西口の花壇の管理、こういったことまで広くお願いしているところでございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  七十九ページのところ、税務総務費といいますか、ページ数でいけば七十九ページです。滞納整理については、隣の野

呂 議 長 が 聞 き ま し た の で 、 そ れ で 、 こ れ は 二 十 三 節 で す ね 、 七 十 九 ペ ー ジ の 二 十 三 節 町 税 還 付 金 、 こ れ が 百 七 十 五 万 円

ほ ど あ る と い う こ と で あ り ま す 。 財 政 が 厳 し い 中 で 、 税 務 課 の 町 民 税 の 納 入 率 と い う か 、 そ う い う の も 若 干 で は あ る け

れ ど も 、 ア ッ プ し た り で す ね 、 税 務 課 と し て も 、 地 味 な 職 場 で す け れ ど も 、 努 力 し て い る な と い う ふ う に 、 そ の 点 は 私
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も 評 価 も し て い る ん で す け れ ど も 、 こ の 町 税 還 付 金 百 七 十 五 万 円 の で す ね 、 内 訳 を 細 か く も 含 め て 、 示 し て い た だ き た

いと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  町税の還付加算金の内訳ということで、まず、個人、二十五年度でございますけれども、個人町民税が二十六件で七十

二 万 五 千 三 百 二 十 二 円 、 法 人 町 民 税 が 十 二 件 で 九 十 六 万 九 千 五 百 円 、 固 定 資 産 税 が 二 件 で 二 万 三 千 百 円 、 軽 自 動 車 が 二

件で三万二千八百円、合計で百七十五万七百二十二円となったものでございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はありませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  金額はいいんですというか、金額とともに、ただいま町民税の個人の分で七十二万円ほどと、それから法人のほうで九

十 六 万 円 と い う 、 個 人 の ほ う は こ れ 死 亡 し た ん だ と か 、 あ る い は と い う よ う な 中 身 の ほ う を で す ね 、 個 人 と 法 人 に 分 け

てお示しいただきたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  個人住民税の還付金は、主に給与支払報告書に基づくものでございまして、それを確定申告することによって、還付金

が発生します。それがまずは一番大きい還付金の原因でございます。  

  それとあと、法人町民税につきましても、中間申告ということで、予定納税されております。それも精算することによ
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っ て 、 確 定 申 告 を し て 、 精 算 す る こ と に よ っ て 還 付 金 が 発 生 す る 件 数 が 多 く な っ て お り ま す 。 そ れ が 法 人 町 民 税 の 主 な

還付金でございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。（「なし」の声あり）  

  ないようですので、これから本案を採決いたします。本案は認定することにご異議ありませんか。  

     〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（奈良岡文英君）  

  異議がありますので、これから討論に入ります。  

  まず、本案に反対者の発言を許します。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  平成二十五年度の一般会計決算の認定に同意できないということで、その理由はですね、詳しくは本会議でやりたいと

思 い ま す け れ ど も 、 平 成 二 十 五 年 度 予 算 百 億 円 を 超 え る で す ね 、 い わ ゆ る こ れ ま で の 合 併 の い ろ い ろ な 課 題 で あ っ た 、

例 え ば 温 泉 の 改 修 、 あ る い は 空 調 、 各 種 施 設 の 空 調 設 備 、 さ ま ざ ま な 点 で 平 田 町 政 と 職 員 一 体 と な っ て で す ね 、 暮 ら し

に 役 立 つ 、 あ る い は こ れ ま で の 要 望 に 応 え た 事 業 を 大 幅 に や っ た と い う こ と に つ い て は で す ね 、 評 価 し た い と 思 い ま す 。  

  ただ、私としましては、例えば原子燃料サイクル事業に依然として四千八百万円ほどですか、使っているというような

こ と 、 こ れ は 原 発 に 依 存 す る 体 質 、 原 子 燃 料 サ イ ク ル を 引 き 続 き 進 め て い く と い う 財 政 体 質 を 変 え て い か な け れ ば な ら

な い と 思 っ て お り ま す の で 、 賛 成 で き ま せ ん 。 内 容 的 に は 電 気 料 金 の 引 き 下 げ だ と か に 使 う べ き も の だ と 思 っ て お り ま

す 。 そ の ほ か に 修 学 旅 行 費 の 補 助 金 の 減 額 、 あ る い は ま た 、 パ ー ト 職 員 の 時 給 が 一 向 に 改 善 さ れ な い 。 そ う い う 問 題 も

ありますので、私としては同意できないということであります。  

○委員長（奈良岡文英君）  
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  次に、本案に賛成者の発言を許します。小野委員。  

○小野  稔委員  

  私は議案第五十九号平成二十五年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定の件に賛成するものであります。  

  なぜならば、歳入が今、浅利さんが言ったとおり、百六億円という余りの大きな、今までにないような予算を盛って、

今 回 二 十 五 年 度 は や っ た わ け で す 。 そ の 内 容 と し て は 、 国 の 緊 急 経 済 対 策 で 追 加 さ れ た 地 域 の 元 気 臨 時 交 付 金 八 億 五 千

五 百 万 円 余 り の こ の お 金 を 通 し な が ら 、 本 庁 、 そ れ か ら 各 教 育 施 設 、 大 規 模 改 修 な ど を 進 め た こ と に よ っ て 、 今 回 こ の

事 業 を 通 し な が ら 、 地 域 の た め に 役 立 て た も の で あ る と 思 い ま す 。 こ れ に つ い て は 、 前 回 も 言 い ま し た け れ ど も 、 内 閣

府 の 木 村 太 郎 さ ん 、 そ れ か ら 県 議 会 の 阿 部 広 悦 さ ん の 力 に よ っ て な さ れ た も の で あ る こ と を 追 加 し て 、 賛 成 す る も の で

あります。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終わります。  

  これから本案を採決いたします。この採決は起立によって行います。本案を認定することに賛成の方は起立願います。  

     〔賛成者起立〕  

○委員長（奈良岡文英君）  

  賛成者、起立多数であります。よって、議案第五十九号は認定すべきものと決定いたしました。  

  次に、議案第六十号平成二十五年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題

といたします。  

  歳入歳出決算の説明を求めます。住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  それでは、議案第六十号平成二十五年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件に
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つきまして、その概要をご説明いたします。  

  初めに、歳入につきましてご説明いたします。決算書の二百六ページ、二百七ページをお開き願います。  

  第一款国民健康保険税第一項第一目の一般被保険者特別徴収国民健康保険税は、被保険者全員が六十五歳以上七十四歳

ま で の 世 帯 の 世 帯 主 に 対 し て 賦 課 す る も の で 、 第 一 節 の 基 礎 分 現 年 課 税 分 及 び 第 二 節 の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 現 年 課 税

分 を 合 わ せ た 収 入 済 み 額 が 一 千 九 百 二 万 九 千 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 第 二 目 の 一 般 被 保 険 者 普 通 徴 収 国 民 健 康

保 険 税 は 第 一 節 の 基 礎 分 現 年 課 税 分 、 二 節 の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 現 年 課 税 分 、 三 節 の 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分 及 び 四

節 か ら 六 節 ま で の 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ た 収 入 済 み 額 は 三 億 七 千 七 百 四 十 万 七 千 円 余 り と な り 、 一 節 か ら 三 節 ま で の 現 年

課 税 分 の 収 納 率 は 九 三 ・ 一 ％ と な っ た も の で あ り 、 四 節 か ら 第 六 節 ま で の 滞 納 繰 越 分 を 含 め ま す と 、 収 納 率 が 六 五 ・

五 ％ と な っ た も の で あ り ま す 。 第 三 目 の 退 職 被 保 険 者 等 普 通 徴 収 国 民 健 康 保 険 税 は 一 節 の 基 礎 分 現 年 課 税 分 、 二 節 の 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 分 現 年 課 税 分 、 次 の ペ ー ジ を お 願 い い た し ま す 。 三 節 の 介 護 納 付 金 分 現 年 課 税 分 及 び 四 節 か ら 六 節 ま

で の 滞 納 繰 越 分 を 合 わ せ た 収 入 済 み 額 が 二 千 五 百 八 十 六 万 五 千 円 余 り と な り 、 一 節 か ら 三 節 ま で の 現 年 課 税 分 の 収 納 率

は 九 六 ・ 八 ％ と な っ た も の で あ り 、 四 節 か ら 六 節 ま で の 滞 納 繰 越 分 を 含 め ま す と 、 収 納 率 が 八 二 ・ 八 ％ と な っ た も の で

あります。  

  二百八ページの第三款国庫支出金第一項第一目の療養給付費等負担金は、療養給付費等にかかわる実績に伴う国の国庫

負 担 金 で あ り 、 収 入 済 み 額 は 三 億 六 千 八 百 六 十 二 万 九 千 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 第 二 目 の 高 額 医 療 費 共 同 事 業

負 担 金 は 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 に 対 す る 国 庫 負 担 金 で あ り 、 収 入 済 み 額 は 一 千 百 十 八 万 円 余 り と な っ た も の で あ り

ま す 。 第 三 目 の 特 定 健 康 診 査 等 負 担 金 は 特 定 健 診 及 び 特 定 保 健 指 導 に か か わ る 費 用 に 対 す る 国 庫 負 担 金 で あ り 、 収 入 済

み 額 は 三 百 九 十 三 万 四 千 円 と な っ た も の で あ り 、 国 庫 負 担 金 総 額 の 収 入 済 み 額 は 三 億 八 千 三 百 七 十 四 万 四 千 円 余 り と な

ったものであります。  

  第二項国庫補助金第一目財政調整交付金の収入済み額は一億八千五百九十四万一千円で、内訳は療養給付費等にかかわ
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る 普 通 調 整 交 付 金 が 一 億 六 千 四 百 十 万 円 八 千 円 、 特 別 調 整 交 付 金 は 医 療 費 の 適 正 化 に 資 す る 事 業 や 制 度 改 正 に 伴 う シ ス

テム改修などに対するものであり、収入済み額は二千百八十三万三千円となったものであります。  

  二百十ページ、二百十一ページをお開き願います。第四款療養給付費交付金第一項第一目の療養給付費交付金は退職被

保 険 者 の 療 養 給 付 費 等 に 対 す る 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 か ら の 交 付 金 で あ り 、 収 入 済 み 額 は 一 億 三 千 三 百 七 十 六 万 六

千円余りとなったものであります。  

  第五款前期高齢者交付金第一項第一目の前期高齢者交付金は六十五歳以上七十四歳までの前期高齢者の方の加入率によ

り 、 各 保 険 者 間 の 負 担 調 整 を 図 る も の で 、 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 か ら の 交 付 金 の 収 入 済 み 額 は 三 億 一 千 九 百 四 十 九

万三千円余りとなったものであります。  

  第六款県支出金第一項第一目の特定健康診査等負担金は特定健診等にかかわる費用に対する県負担金であり、収入済み

額 は 三 百 九 十 三 万 四 千 円 と な っ た も の で あ り ま す 。 第 二 目 の 高 額 医 療 費 共 同 事 業 負 担 金 は 高 額 医 療 費 共 同 事 業 拠 出 金 に

対する県負担金であり、収入済み額は一千百十八万円余りとなったものであります。  

  第二項県補助金第一目の財政調整交付金の収入済み額は一億一千二百七十九万円で、内訳は療養給付費等にかかわる普

通 調 整 交 付 金 が 九 千 六 百 十 万 八 千 円 、 特 別 調 整 交 付 金 は 医 療 費 の 適 正 化 に 資 す る 事 業 や 健 康 づ く り に 資 す る 事 業 に 対 す

るものであり、収入済み額は一千六百六十八万二千円となったものであります。  

  第七款共同事業交付金第一項第一目の高額医療費共同事業交付金は、高額医療費等が一件当たり八十万円を超える部分

の 額 に 一 定 率 を 乗 じ て 得 た 額 が 青 森 県 国 保 連 か ら 交 付 さ れ る も の で あ り 、 収 入 済 み 額 は 四 千 六 百 十 五 万 一 千 円 余 り と な

ったものであります。  

  二百十二ページ、二百十三ページをお開き願います。第二目の保険財政共同安定化事業交付金は、高額医療費が三十万

円 を 超 え た 場 合 、 八 万 円 以 上 八 十 万 円 ま で の 部 分 に 一 定 率 を 乗 じ て 得 た 額 が 青 森 県 国 保 連 か ら 交 付 さ れ る も の で あ り 、

収入済み額は一億五千二百四十九万五千円余りとなったものであります。  
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  第九款繰入金第一項第一目の一般会計繰入金の一節保険基盤安定繰入金は国保税の軽減に対する公費負担分であり、収

入 済 み 額 は 七 千 五 十 二 万 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 第 二 節 の 職 員 給 与 費 等 繰 入 金 は 職 員 の 給 与 費 等 で あ り 、 収 入

済 み 額 は 二 千 六 百 三 十 五 万 二 千 円 と な っ た も の で あ り ま す 。 三 節 の 助 産 費 等 繰 入 金 は 出 産 育 児 一 時 金 に 対 す る 繰 出 基 準

に 基 づ い た 額 を 繰 り 入 れ し た も の で あ り 、 収 入 済 み 額 は 五 百 八 十 八 万 円 と な っ た も の で あ り ま す 。 四 節 の 財 政 安 定 化 支

援 事 業 繰 入 金 は 、 国 保 財 政 の 安 定 化 を 図 る た め 、 地 方 財 政 措 置 相 当 額 な ど を 繰 り 入 れ し た も の で あ り 、 収 入 済 み 額 は 三

千 万 円 と な っ た も の で あ り ま す 。 五 節 の 特 定 健 康 診 査 等 繰 入 金 は 、 特 定 健 診 等 に か か わ る 職 員 の 給 与 費 等 に 対 し 繰 り 入

れ し た も の で あ り 、 収 入 済 み 額 は 六 百 四 十 四 万 五 千 円 と な っ た も の で あ り ま す 。 こ れ ら の 繰 入 金 は 一 般 会 計 か ら 繰 り 入

れしたもので、総額の収入済み額は一億三千九百十九万七千円余りとなったものであります。  

  第二項基金繰入金第一目の財政調整基金繰入金は保険給付費等の財源に充てるため基金を取り崩したものであり、収入

済み額は三千万円となったものであります。  

  第十款繰越金第一項第二目のその他繰越金は前年度からの繰越金であり、収入済み額は二千三百三十六万八千円余りと

なったものであります。  

  次のページをお願いいたします。第十一款諸収入第一項第一目の一般被保険者延滞金は過年度分の国保税の納付の際に

発生する延滞金であり、収入済み額は百四十七万二千円余りとなったものであります。  

  第三項雑入第一目の一般被保険者第三者納付金は、交通事故等において治療に国民健康保険を使用したため、保険者負

担分を使用者が納付したものであり、収入済み額は三十九万八千円余りとなったものであります。  

  次に、歳出につきましてご説明いたします。二百二十二ページ、二百二十三ページをお開き願います。  

  第一款総務費第一項総務管理費第一目の一般管理費は職員の人件費等の経常経費が主なものであり、支出済み額は二千

九 百 八 十 八 万 六 千 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 第 二 目 の 連 合 会 負 担 金 は 青 森 県 国 保 連 の 運 営 事 務 に か か わ る 町 負 担

分であり、支出済み額は百五十五万円余りとなったものであります。  
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  二百二十四ページ、二百二十五ページをお開き願います。下段の第二款保険給付費第一項療養諸費第一目の一般被保険

者 療 養 給 付 費 は 九 億 九 千 二 百 七 十 三 万 六 千 円 余 り で 、 前 年 度 比 三 千 六 百 九 十 一 万 四 千 円 余 り の 減 と な っ た も の で あ り ま

す 。 第 二 目 の 退 職 被 保 険 者 等 療 養 給 付 費 は 八 千 九 百 六 万 二 千 円 余 り で 、 前 年 度 比 一 千 四 十 七 万 八 千 円 余 り の 減 と な っ た

ものであります。  

  二百二十六ページ、二百二十七ページをお開き願います。第三目の一般被保険者療養費は九百七十六万円余りで、前年

度比百二十八万七千円余りの減となったものであります。  

  第二項高額療養費は第一目の一般被保険者分と第二目の退職被保険者分をあわせまして一億二千二百八十四万四千円余

りで、前年度比一千七百六十七万六千円余りの減となったものであります。  

  二百二十八ページ、二百二十九ページをお開き願います。第四項出産育児諸費第一目の出産育児一時金は八百八十二万

円で、第五項葬祭諸費第一目の葬祭費は百四十五万円となったものであります。  

  第三款後期高齢者支援金第一項第一目の後期高齢者支援金と第二目の後期高齢者事務費拠出金と合せた社会保険診療報

酬支払基金への支出済み額は二億七千六十八万円余りとなったものであります。  

  第四款前期高齢者納付金第一項第一目の前期高齢者納付金は、六十五歳以上七十四歳までの前期高齢者の加入率により

社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ 納 付 す る も の で あ り 、 二 目 の 前 期 高 齢 者 事 務 費 拠 出 金 と 合 わ せ た 支 出 済 み 額 は 二 十 六 万 三

千円余りとなったものであります。  

  二百三十ページ、二百三十一ページをお開き願います。第五款老人保健拠出金第一項第二目の老人保健事務費拠出金は、

平 成 二 十 四 年 度 分 の 精 算 に か か わ る も の で あ り 、 支 出 済 み 額 は 一 万 一 千 六 百 五 十 五 円 と な っ た も の で あ り ま す 。 老 人 保

健 制 度 は 平 成 二 十 年 三 月 に 廃 止 に な り ま し た が 、 医 療 費 の 過 誤 納 付 や 審 査 等 廃 止 に 伴 う 精 算 の 事 務 が い ま だ 社 会 保 険 診

療報酬支払基金において、継続されているため、それらに伴う事務費拠出金であります。  

  第六款介護納付金第一項第一目の介護納付金は、国県等の公費負担分と介護保険第二号被保険者である四十歳以上六十
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五 歳 未 満 の 方 々 か ら 徴 収 し た 国 保 税 の 一 部 を 財 源 と し て 、 介 護 費 用 の 負 担 分 と し て 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 へ 納 付 し

たものであり、支出済み額は一億四千二百二十二万八千円余りとなったものであります。  

  第七款共同事業拠出金第一項第一目の高額医療費共同事業医療費拠出金、第二目のその他共同事業拠出金及び第三目の

保 険 財 政 共 同 安 定 化 事 業 拠 出 金 は 、 青 森 県 国 保 連 が 事 業 主 体 と な り 、 高 額 な 医 療 費 に 対 応 す る た め 、 単 年 度 で 財 政 負 担

を す る こ と の な い よ う 、 県 内 全 市 町 村 が 共 同 事 業 と し て 対 応 す る た め の 拠 出 金 で あ り 、 支 出 済 み 額 は 二 億 二 千 三 百 三 十

四万四千円余りとなったものであります。  

  二百三十二ページ、二百三十三ページをお開き願います。第八款保険事業費第一項第一目の特定健康診査等事業費は、

特 定 健 診 等 に か か わ る 職 員 の 人 件 費 等 の 経 常 経 費 及 び 特 定 健 診 等 の 業 務 委 託 料 が 主 な も の で あ り 、 支 出 済 み 額 は 二 千 二

百四十万二千円余りとなったものであります。  

  第二項保険事業費第一目の疾病予防費は、特定健診受診者に対する保健指導事業費が主なものであり、支出済み額は二

百九万六千円余りとなったものであります。  

  二百三十四ページをお開き願います。第九款基金積立金第一項第一目の財政調整基金積立金は六万円を積み立てしたも

のであります。  

  第十一款諸支出金第一項第一目の一般被保険者保険税還付金は、国保に加入したまま届け出をしないで他の保険に加入

した方、いわゆる無届などによる国保税の還付金であり、支出済み額は八十二万五千円余りとなったものであります。  

  二百三十六ページ、二百三十七ページをお開き願います。第三目の償還金は、平成二十四年度分の療養給付費等国庫負

担金などの精算にかかわる返還金であり、支出済み額は二千三百二十九万八千円余りとなったものであります。  

  二百三十八ページをお開き願います。実質収支でありますが、歳入総額が十九億六千六百四十三万四千百四十四円、歳

出 総 額 が 十 九 億 四 千 七 百 三 十 万 九 千 三 百 八 円 と な り 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は 一 千 九 百 十 二 万 四 千 八 百 三 十 六 円 と な っ た も の

で あ り ま す 。 そ の う ち 、 国 保 財 政 調 整 基 金 へ 一 千 万 円 を 繰 り 入 れ し 、 残 り 九 百 十 二 万 四 千 八 百 三 十 六 円 は 翌 年 度 へ 繰 り
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越しするものであります。  

  以上が議案第六十号平成二十五年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件の概要

のご説明でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  説明が終わりました。  

  これから質疑を行います。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  今、課長が説明された中でですね、歳入の部分にかかわることなんですけれども、ページ数でいきますと、これは二百

七 ペ ー ジ で す か 、 国 民 健 康 保 険 税 の で す ね 、 被 保 険 者 が 何 か 減 っ て き て い る ん で す ね 。 そ れ で 、 こ こ で 収 入 済 み 額 が 四

億 二 千 二 百 三 十 万 円 ほ ど と い う ふ う に な っ て い ら っ し ゃ る ん で す け れ ど も 、 こ の 四 億 二 千 万 円 ほ ど と い う の は で す ね 、

現 状 収 納 率 で い き ま す と で す ね 、 ど れ く ら い に な っ て い て 、 こ の 間 、 国 民 健 康 保 険 税 の 不 納 欠 損 金 と い う の は ど れ く ら

い出たのかということについては、どんな状況なんでしょうか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  収入済み額、今年度の四億二千二百万円余りでございますけれども、この収納率としては全体でございますので六七・

四二％でございます。前年度より〇・一八％増となっております。それが現状でございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  
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  これはつまり六十七というより、実態的には八割、九割近い状態ではあるんだと思いますけれども、三月末で閉めた時

点 だ か ら 六 十 七 と い う こ と な ん だ と い う ふ う に 私 は 理 解 し て い る ん で す け れ ど も 、 ど う い う ふ う に 理 解 す れ ば 、 ど う い

う ふ う に 理 解 す れ ば と い う 聞 く の も ち ょ っ と お か し い か も し れ ま せ ん け れ ど も 、 ど う い う ふ う に 理 解 す れ ば よ ろ し い ん

でしょうか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  現年度課税が出納整理期間がありますので、五月末までございます。ただ、滞納繰越分については、出納整理期間がな

いので、三月末締めとなって計算されております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はございませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  これは決算審査の報告書の中にあるんですけれども、三ページのところに、三ページ、決算審査の報告書だと思います。

三 ペ ー ジ の と こ ろ に 、 国 民 健 康 保 険 税 三 十 六 件 は 、 国 民 健 康 保 険 税 三 十 六 件 は 時 効 が 成 立 し た と 。 三 十 六 件 が 国 民 健 康

保 険 税 で 時 効 が 成 立 し て 不 納 欠 損 処 分 し た ん だ と い う ふ う に 理 解 し た ん で す け れ ど も 、 そ の 次 に 、 生 活 困 窮 相 続 人 不 明 、

住 所 不 明 等 に よ る 欠 損 処 分 で や む を 得 な い 事 情 も 認 め ら れ る が 、 常 に 滞 納 繰 り 越 し 分 の 徴 収 に 努 め て 時 効 中 断 の 措 置 等

に よ り 、 不 納 欠 損 が な い よ う に さ ら に 努 力 さ れ た い と い う ふ う な 決 算 審 査 監 査 意 見 書 と い う の が 監 査 委 員 か ら 出 さ れ て

いますよね。これ代表監査委員、わかっていますよね。  

  それで、時効中断の措置による不納欠損がないようにさらに努力されたいというふうにあるんですけれども、三十六件

の こ の 生 活 困 窮 だ と か 、 相 続 人 が わ か ら ね じ ゃ と か 、 行 方 が わ か ね じ ゃ ん と か 、 そ う い う 具 体 的 な 中 身 、 件 数 、 全 部 で
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三 十 六 件 と い う 意 味 な ん で す か 、 そ の 具 体 的 な 中 身 は ど う い う ふ う に な っ て い る の か 、 わ か っ て い る 範 囲 で お 示 し 願 い

たいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  不納欠損の三ページの不納欠損の下のところでございますが、これは個人町民税十四件、法人町民税二件、固定資産税

三十一件、軽自動車税四十五件、国保税三十六件で、合計とすれば百二十八件となっております。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  中身をですね、時効が成立したんだという全部が時効が成立した問題なのかですね、その中身をお示し願いたいと思い

ます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  国保税でございますけれども、時効成立が二十五件、無財産がことしはございませんでした。生活困窮が一件、もう一

度 説 明 い た し ま す 。 時 効 成 立 が 二 十 五 件 、 そ れ か ら 生 活 困 窮 が 一 件 、 相 続 人 不 明 が 十 件 で ご ざ い ま す 。 合 わ せ て 三 十 六

件でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  
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○浅利直志委員  

  監査委員にお聞きしますけれども、こういうふうに書いていることを見ますと、時効中断等の措置により、不納欠損が

な い よ う に さ ら に 努 力 さ れ た い と い う ふ う に 書 い て い る ん で す け れ ど も 、 時 効 中 断 の 措 置 が 適 切 に や ら れ て い な か っ た

というか、そういう事例があったということなんですか。その辺はどういうふうに見ていらっしゃるんでしょうか。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  監査委員。  

○監査委員（神  忠勝君）  

  時効中断とは、差し押さえ、それから徴収者に誓約書、これのことだと思っております。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  ここに書かなきゃよかったなというふうなことなのかもしれないけれども、書いているところを見ると、そういう差し

押 さ え や 誓 約 、 そ う い う の が で す ね 、 手 お く れ に な っ た と い う 事 例 が あ っ た の か ど う か と い う こ と を 聞 い て い る ん で す

け れ ど も ね 。 つ ま り こ こ で は 「 さ ら に 努 力 さ れ た い 」 と い う ふ う に 書 い て 、 表 現 、 表 記 し て い る も の で す か ら 、 そ う い

う 時 効 中 断 等 の 処 置 が お く れ た 例 が 一 件 か 二 件 見 ら れ た と か 、 そ う い う 実 態 的 に は ど う い う こ と だ っ た ん で す か と い う

ことを聞いているんです。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  税務課長。  

○税務課長（横山精逸君）  

  時効中断というのもございますけれども、時効中断にも相続人が本人が死亡して、相続人が不明、それからその相続の
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財 産 が な か っ た と 。 そ う い う 調 査 を い た し ま す 。 た だ 、 相 続 人 に つ い て は 、 な か な か 把 握 で き な い 。 ま た 相 続 人 が い て

も 、 限 定 承 認 と か し て い る 場 合 が ご ざ い ま す 。 そ の 調 査 中 に 、 五 年 を 迎 え た と い う こ と も ご ざ い ま す 。 そ れ が 大 体 今 の

数字でございます。以上でございます。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質問はありませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  

  これは三月三十一日時点で締め切って、決算認定を求めているんだろうと思うんですけれども、昨年、資格証明書だと

か 、 短 期 保 険 証 だ と か で す ね 、 そ う い う い わ ゆ る 保 険 料 滞 納 と い い ま す か 、 納 め て い な い の で 資 格 証 明 書 、 短 期 保 険 証

を 発 行 さ れ て い る と い う よ う な 人 も あ る わ け で あ り ま す 。 そ れ で 、 こ の 決 算 時 点 と い う か 、 あ る い は ま た 一 月 時 点 と い

う か 、 そ の 辺 で 短 期 保 険 証 だ と か 、 資 格 証 明 書 、 ど れ く ら い 発 行 さ れ て い ら っ し ゃ っ た の で し ょ う か 。 わ か り ま し た ら

お示し願いたいと思いますけれども。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  お答えいたします。調査期日が平成二十五年度実績ということになってございます。短期保険者証の交付世帯は百十九

世 帯 で 、 う ち 高 校 世 代 以 下 の 交 付 者 数 が 四 十 一 名 、 資 格 証 明 書 交 付 世 帯 数 が 二 十 三 世 帯 、 高 校 世 代 以 下 の 短 期 保 険 資 格

証明の世帯で高校世代以下に短期保険者証を交付している方が二世帯四名分。以上であります。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  
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  ここ今個人ごとに保険証も出すようになっているので、また、それから親の貧困が理由で保険証を交付しないというこ

と は よ く な い と い う こ と で 、 高 校 生 世 帯 に も 短 期 保 険 証 な ど 、 交 付 さ れ て い る と こ ろ な の で あ り ま す 。 そ れ で 、 交 付 世

帯 に で す ね 、 短 期 保 険 証 の 場 合 、 短 期 保 険 証 で す 。 こ れ 結 局 六 カ 月 た っ て 分 割 で 納 め る と い う ふ う な こ と を や っ て い て 、

実 際 は ま た 滞 納 が 始 ま っ た と い う よ う な ケ ー ス も あ る と 思 う ん で す け れ ど も 、 短 期 保 険 証 を 結 局 渡 さ な か っ た と か 、 保

険 証 を で す ね 、 渡 さ な か っ た と い う よ う な こ と は あ る ん で し ょ う か 。 実 際 は ど う い う ふ う な 取 り 扱 い を な さ っ て い る ん

でしょうか。短期保険証についてお聞きいたします。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  お答えいたします。  

  短期保険者証の交付につきましては、これまでは三カ月に一回、役場の窓口のほうに受領しに来るようにして、交付し

て い ま し た 。 そ の 際 は 、 税 務 課 の ほ う へ 足 を 運 ん で い た だ い て 、 納 税 相 談 を し た 上 で 国 保 係 の ほ う へ 来 て 、 保 険 証 を 受

領 し て も ら っ て い ま す 。 そ れ で 、 昨 年 か ら で す か 、 昨 年 で す 。 そ う な り ま す と 、 一 向 に 一 年 間 と か 、 二 年 間 、 一 向 に 保

険 者 証 を も ら い に 受 け 取 り に 来 な い 方 も あ り ま し て 、 そ れ で は ち ょ っ と ま ず い ん で は な い か と い う こ と で 、 一 年 に 一 度

は こ ち ら の ほ う で 短 期 保 険 者 証 を 郵 送 し ま し ょ う と い う こ と に な り 、 昨 年 、 十 二 月 に は 全 て の 短 期 保 険 者 証 の 該 当 者 に

郵 送 で 送 っ て お り ま す 。 な お そ れ 以 後 は 、 ま た こ と し の 三 月 、 六 月 、 九 月 に つ き ま し て は 、 窓 口 の ほ う に お い で い た だ

いて、税務課のほうで納税相談をした上で、短期保険者証を交付するというやり方をやっております。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質問はありませんか。浅利委員。  

○浅利直志委員  
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  改善もされたということで、一年に一度は短期保険証を、来ない、窓口にいない、納税指導をしなければ渡さないとい

う 相 対 取 引 み た い な こ と で な く て 、 一 年 に 一 度 は 渡 し て 、 納 税 相 談 に も 受 け て も ら う と い う ふ う な 方 向 で 改 善 さ れ た と

いうことは評価したいと思っております。  

  私のほうは最後でですね、ページ数でいきますとですね、これは二百三十三ページですか。委託料、特定健診委託料、

特 定 健 診 等 デ ー タ 管 理 委 託 料 三 十 二 万 七 千 円 、 三 十 二 万 円 ほ ど な ん で す け れ ど も 、 こ れ は デ ー タ 管 理 、 デ ー タ は 町 で 管

理 し て る ん で す よ ね 。 そ れ 、 例 え ば よ く 日 本 の 場 合 、 デ ー タ が 連 動 し な い と か 、 健 診 は や る け れ ど も 、 デ ー タ が 蓄 積 さ

れ て い な い と か 、 さ ま ざ ま な 問 題 が あ る ん で す け れ ど も 、 そ の 三 十 二 万 七 千 円 と い う の は 、 特 定 検 診 等 デ ー タ 管 理 委 託

料って、これはどういう中身なんでしょうかと思いまして。ちょっとお聞きしたいと思います。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  お答えいたします。  

  今、手元にこの契約内容の詳細を書いた資料がないもので、ちょっと私の記憶でお話をさせていただければ、この特定

健 診 の デ ー タ を 国 保 連 と 町 と 両 方 で 見 ら れ る よ う な 状 態 の シ ス テ ム の た め の 管 理 料 と シ ス テ ム の 保 守 料 だ と い う ふ う に

思っております。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  浅利委員。  

○浅利直志委員  

  そうしますと、私も前立腺肥大からさまざまな状態になっているんですけれども、そうすればデータは町だけじゃなく

て 国 保 連 に も 提 供 し て 、 そ の 共 通 デ ー タ 化 さ れ て い る と い う よ う に 理 解 す れ ば よ ろ し い ん で す か 。 何 か 、 そ う で あ る の
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か な と 。 ま た は そ う で な い の か な と い う 、 そ の 辺 も ち ょ っ と あ る ん で す け れ ど も 、 そ う い う 理 解 で よ ろ し い ん で し ょ う

か。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  お答えいたします。  

  各健診機関のほうから国保連のほうにその情報が行って、それを町も見ることができ、保健指導の際は、そのデータを

使って該当者を抽出して通知を差し上げているというような状況でございます。以上です。  

○委員長（奈良岡文英君）  

  ほかに質疑はありませんか。（「なし」の声あり）  

  ないようですので、これから本案を採決いたします。本案は認定することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（奈良岡文英君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第六十号は認定すべきものと決定いたしました。  

  次に、議案第六十一号平成二十五年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題とします。  

  歳入歳出決算の説明を求めます。住民課長。  

○住民課長（三浦郁雄君）  

  それでは、議案第六十一号平成二十五年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件につきまし

て、その概要をご説明いたします。  

  初めに、歳入につきましてご説明いたします。二百五十二ページ、二百五十三ページをお開き願います。  
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  第一款後期高齢者医療保険料第一項第一目の特別徴収保険料の収入済み額は四千八百九十七万九千円余りとなったもの

で あ り ま す 。 第 二 目 の 普 通 徴 収 保 険 料 は 、 一 節 の 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 及 び 第 二 節 の 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料 を 合

わ せ た 収 入 済 み 額 が 一 千 九 百 四 十 九 万 三 千 円 余 り と な り 、 普 通 徴 収 保 険 料 の 収 納 率 は 九 五 ・ 六 ％ と な っ た も の で あ り ま

す 。 ま た 、 保 険 料 総 額 の 収 入 済 み 額 は 六 千 八 百 四 十 七 万 三 千 円 余 り と な り 、 収 納 率 は 九 八 ・ 七 ％ と な っ た も の で あ り ま

す。  

  なお、不納欠損額は三名分で、十五万二千円となったものであります。  

  第三款繰入金第一項第一目事務費繰入金の職員給与費等繰入金は、後期高齢者医療事務にかかわる町職員の給与費等繰

入 金 で 、 収 入 済 み 額 は 一 千 九 百 八 万 一 千 円 余 り と な っ た も の で あ り 、 広 域 連 合 事 務 費 繰 入 金 は 広 域 連 合 職 員 の 給 与 費 等

に か か わ る 共 通 経 費 の 町 負 担 分 を 繰 り 入 れ し た も の で あ り 、 収 入 済 み 額 は 六 百 十 四 万 一 千 円 と な り 、 事 務 費 繰 入 金 の 総

額 は 収 入 済 み 額 が 二 千 五 百 二 十 二 万 二 千 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 第 二 目 の 保 険 基 盤 安 定 繰 入 金 は 保 険 料 の 軽 減

額 に 対 す る 公 費 負 担 分 を 繰 り 入 れ し た も の で あ り 、 収 入 済 み 額 は 四 千 五 百 七 十 三 万 五 千 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。

第 三 目 の 療 養 給 付 費 繰 入 金 は 広 域 連 合 で 給 付 を 行 っ て い る 療 養 給 付 費 に か か わ る 町 負 担 分 で あ り 、 収 入 済 み 額 は 一 億 五

千 五 十 四 万 二 千 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 こ れ ら の 繰 入 金 は い ず れ も 一 般 会 計 か ら の 町 負 担 分 と し て 繰 り 入 れ し

たものであり、総額は収入済み額で二億二千百五十万円余りとなったものであります。  

  二百五十四ページ、二百五十五ページをお開き願います。第四款第一項第一目の後期高齢者医療制度補助金は、町が実

施 し て い る 高 齢 者 肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン 接 種 助 成 事 業 に 対 す る 広 域 連 合 か ら の 補 助 金 で 、 収 入 済 み 額 が 十 九 万 二 千 円 と な っ

たものであります。  

  第五款繰越金は前年度からの繰越金であり、収入済み額は四百三十二万七千円余りとなったものであります。  

  第六款諸収入第三項第一目の返納金は、前年度の療養給付費の確定に伴い、広域連合からの返納金として返還されたも

のであり、収入済み額は五百三万二千円余りとなったものであります。  
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  次に、歳出についてご説明いたします。二百六十ページ、二百六十一ページをお開き願います。第一款総務費第一項第

一 目 の 一 般 管 理 費 は 、 町 職 員 の 人 件 費 等 の 経 常 経 費 、 後 期 高 齢 者 医 療 シ ス テ ム の 保 守 業 務 委 託 料 な ど が 主 な も の で あ り 、

支出済み額は一千九百九万七千円余りとなったものであります。  

  第二項第一目の徴収費は徴収にかかわった費用であり、支出済み額は十七万五千円余りとなったものであります。  

  二百六十二ページ、二百六十三ページをお開き願います。第二款後期高齢者医療広域連合負担金第一項第一目の後期高

齢 者 医 療 広 域 連 合 負 担 金 の 保 険 料 等 負 担 金 は 、 町 で 収 納 し た 保 険 料 及 び 保 険 料 軽 減 額 の 公 費 負 担 分 の 保 険 基 盤 安 定 負 担

金 等 を 広 域 連 合 へ 納 付 す る も の で あ り 、 支 出 済 み 額 は 一 億 一 千 六 百 三 十 九 万 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 広 域 連 合

事 務 費 負 担 金 は 広 域 連 合 職 員 の 給 与 費 等 に か か わ る 共 通 経 費 の 町 負 担 分 で あ り 、 支 出 済 み 額 は 六 百 十 四 万 一 千 円 と な っ

た も の で あ り ま す 。 療 養 給 付 費 負 担 金 は 広 域 連 合 で 給 付 を 行 っ て い る 療 養 給 付 費 に か か わ る 町 負 担 分 で あ り 、 支 出 済 み

額 は 一 億 五 千 五 十 四 万 二 千 円 余 り と な っ た も の で あ り ま す 。 こ れ ら は い ず れ も 広 域 連 合 へ 支 出 し た 負 担 金 で あ り 、 負 担

金の総額は二億七千三百七万三千円余りとなったものであります。  

  第三款諸支出金第二項繰出金、第一項の一般会計繰出金は、前年度の療養給付費負担金の確定に伴い、広域連合から返

納 さ れ た 返 納 金 な ど を 一 般 会 計 へ 繰 出 金 と し て 精 算 し た も の で あ り 、 支 出 済 み 額 は 六 百 七 十 三 万 二 千 円 余 り と な っ た も

のであります。  

  二百六十四ページをお開き願います。実質収支でありますが、歳入総額が二億九千九百五十二万四千九百三十九円、歳

出 総 額 が 二 億 九 千 九 百 七 万 九 千 四 百 二 十 二 円 と な り 、 歳 入 歳 出 差 引 額 は 四 十 四 万 五 千 五 百 十 七 円 と な っ た も の で あ り 、

これは翌年度へ繰り越しするものであります。  

  以上が議案第六十一号平成二十五年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件の概要説明でご

ざいます。  

○委員長（奈良岡文英君）  
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  説明が終わりました。これから質疑を行います。  

  質疑はございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから本案を採決いたします。本案は認定することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（奈良岡文英君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第六十一号は認定すべきものと決定いたしました。  

  次に、議案第六十二号平成二十五年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題と

します。  

  歳入歳出決算の説明を求めます。福祉課長。  

○福祉課長（齋藤美津昭君）  

  それでは、議案第六十二号平成二十五年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件につ

きまして、ご説明を申し上げます。  

  三百六ページの実質収支に関する調書をお開き願います。平成二十五年度の決算は、歳入総額が十七億二千七十三万五

百 五 十 九 円 、 歳 出 総 額 は 十 六 億 九 千 九 百 七 十 九 万 二 千 七 百 八 十 五 円 と な り 、 歳 入 か ら 歳 出 を 差 し 引 い た 剰 余 金 二 千 九 十

三 万 七 千 七 百 七 十 四 円 は 、 そ の 全 額 を 地 方 自 治 法 第 二 百 三 十 三 条 の 二 の 規 定 に よ り 、 介 護 保 険 財 政 調 整 基 金 へ 積 み 立 て

したものであります。  

  次に、二百七十ページへお戻りいただきまして、歳入歳出決算書款項別集計表、またその詳細につきましては二百七十

八ページ以下の決算事項別明細書によりご説明を申し上げます。  

  それでは、二百七十ページの歳入歳出決算書款項別集計表をお開き願います。  

  まず、歳入についてご説明を申し上げます。  
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  第一款保険料第一項の介護保険料は、調定額二億八千八百七十七万二千四百円に対し、収入済み額二億七千五百二万七

千六百四十円で、収納率は九五・二％となりました。  

  第三款の国庫支出金は四億四千六百五万七千九百六十三円となり、第四款の支払基金交付金は四億六千二十七万四千円、

第五款の県支出金は二億三千六百十九万九千二百四十円となったものであります。  

  続きまして、第六款の財産収入は介護保険財政調整基金の利息であり、二千七百十六円となったものであります。  

  第七款繰入金第一項の一般会計繰入金は二億六千五百三十六万九千円となり、第二項の基金繰入金三千七百八十万円は

は介護保険財政調整基金からの繰入金であります。  

  次に、歳出についてご説明を申し上げますので、二百七十二ページをお開き願います。  

  第 一 款 の 総 務 費 第 一 項 の 総 務 管 理 費 四 千 二 百 八 十 万 七 千 八 百 六 十 五 円 は 職 員 人 件 費 等 が 主 な も の で あ り 、 対 前 年 度 比

二・八％の減となったものであります。減少した主な理由といたしましては人事異動によるものでございます。  

  次に、第二項の徴収費六十一万六千七百九十三円は、保険料の決定通知等の通信運搬費が主なものであります。  

  次に、第三項の介護認定審査会費一千二百四十四万九千四百十七円は介護保険の要介護度等の判定に係る費用で、津軽

広域連合の介護認定審査会の負担金五百六十万五千円が主なものであります。  

  次に、第四項の趣旨普及費四万四百七十七円は、介護保険制度普及のため、第五項の介護保険運営協議会費十三万五千

九十円は介護保険運営協議会の費用でございます。  

  次に、第二款の保険給付費は十五億八千六百九十万四千四百五十六円となり、前年度比〇・七％の増となったものであ

ります。  

  次に、第三款の地域支援事業費第一項の介護予防事業費五百五十六万一千五百九十六円は、一号被保険者全てを対象と

し た 一 次 予 防 事 業 と 、 要 介 護 状 態 に な る お そ れ が 高 い と 認 め ら れ た 高 齢 者 に 対 す る 二 次 予 防 事 業 の 経 費 で あ り 、 介 護 予

防のための運動機能の維持向上のための事業や閉じこもり予防事業を実施したものであります。  
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  次に、第二項の包括的支援事業任意事業費二千百六十四万一千四百五十七円は、地域包括支援センターの運営に係る費

用等でございます。  

  次に、第四款の基金積立金第一項の基金積立金二千七百十六円は、介護保険財政調整基金から発生した利子を基金へ積

み立てしたものであります。  

  次に、第五款諸支出金第一項償還金及び還付加算金二千二百八十六万七千二百六十八円は、平成二十四年度分の国県補

助金等の精算による返還金が主なものであります。  

  次に、決算事項別明細書によりご説明を申し上げますので、二百七十八ページをお開き願います。  

  まず、歳入の第一款保険料第一項の介護保険料第一目の第一号被保険者保険料は二億七千五百二万七千六百四十円とな

り 、 徴 収 率 は 九 五 ・ 二 ％ 、 対 前 年 度 比 は 〇 ・ 八 ％ 減 と な り ま し た 。 こ れ は 普 通 徴 収 者 に よ る も の で ご ざ い ま し て 、 今 後

は 普 通 徴 収 者 へ の 制 度 の 普 及 説 明 と 訪 問 徴 収 を 強 化 い た し ま し て 、 徴 収 率 向 上 に 努 め る も の で あ り ま す 。 な お 、 二 年 の

時効などにより不納欠損額は十九件、九十七万四千五百二十円でございました。  

  次に、第三款の国庫支出金第一項国庫負担金第一目の介護給付費負担金二億九千七十一万三千二百四十三円は、居宅介

護給付費用に対する二〇％、施設等介護給付費に対する一五％分の国の法定負担金であります。  

  次に、第二項の国庫補助金第一目の調整交付金一億四千四百六十五万円は、国が各市町村の施設等給付費の状況により

調 整 し た 結 果 支 出 さ れ る も の で 、 二 十 五 年 度 は 九 ・ 一 八 ％ の 交 付 と な っ た も の で あ り ま す 。 次 に 、 第 二 目 の 地 域 支 援 事

業交付金（介護予防事業）の百五十七万八千円は、介護予防事業費に対する二五％分の国の法定負担金であります。  

  次に、第三目の地域支援事業交付金（包括的支援事業任意事業）八百九十八万七百二十円は、地域支援事業費等に対す

る三九・五％分の国の法定負担金であります。  

  次に、二百八十ページをお開き願います。第四款の支払基金交付金第一項支払基金交付金第一目の介護給付費交付金四

億 五 千 七 百 三 十 一 万 三 千 円 と 第 二 目 の 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 二 百 九 十 六 万 一 千 円 は 、 社 会 保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 か ら
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の介護給付費と、介護予防事業費に対する二九％の法定負担金でございます。  

  次に、第五款県支出金第一項県負担金第一目の介護給付費負担金二億三千九十一万八百八十円は、居宅介護給付費に対

する一二・五％分と施設等介護給付費に対する一七・五％の県の法定負担金であります。  

  次 に 、 第 二 項 の 県 補 助 金 第 一 目 の 地 域 支 援 事 業 交 付 金 （ 介 護 予 防 事 業 ） 七 十 八 万 九 千 円 は 、 介 護 予 防 事 業 に 対 す る 一

二・五％分の県の法定負担金であります。  

  次に、二百八十二ページをお開き願います。第二目の地域支援事業交付金（包括的支援事業任意事業）四百四十九万三

百六十円は、包括的支援事業費に対する一九・七五％分の県の法定負担金であります。  

  次に、第七款繰入金第一項一般会計繰入金第一目の介護給付費繰入金二億三百二十七万二千円は、介護給付費に対する

一 二 ・ 五 ％ の 町 の 法 定 負 担 金 で あ り ま す 。 次 に 、 第 二 目 の 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 （ 介 護 予 防 事 業 ） 七 十 三 万 一 千 円 は 、 介

護 予 防 事 業 費 に 対 す る 一 二 ・ 五 ％ 分 の 町 の 法 定 負 担 金 で あ り ま す 。 次 に 、 第 三 目 の 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 （ 包 括 的 支 援 事

業任意事業）四百四十二万六千円は、包括的支援事業費に対する一九・七五％の町の法定負担金であります。  

  次に、二百八十四ページをお開き願います。第四目のその他一般会計繰入金五千六百九十四万円は、職員人件費等の事

務費に対する一般会計からの繰入金であります。  

  第二項の基金繰入金第一目の介護保険財政調整基金繰入金三千七百八十万円は、財源補塡のため基金から繰り入れした

ものであります。  

  次に、歳出についてご説明を申し上げますので、二百九十六ページをお開き願います。  

  第二款の保険給付費第一項介護サービス等諸費第一目の介護サービス等諸費十四億一千八百十八万八千百六十二円は、

要 介 護 状 態 に あ る 方 が お 使 い に な っ た サ ー ビ ス 給 付 費 で あ り 、 対 前 年 度 比 で 〇 ・ 三 ％ の 伸 び と な り ま し た 。 内 訳 と い た

し ま し て は 、 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 が 五 億 四 千 百 二 十 六 万 五 千 五 百 四 十 四 円 、 前 年 度 比 一 ・ 〇 ％ の 増 、 地 域 密 着 型 介

護 サ ー ビ ス 給 付 費 が 二 億 六 千 八 百 六 万 二 千 七 百 三 十 一 円 、 前 年 度 比 一 ・ 四 ％ の 増 、 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 が 五 億 三 千
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四 百 十 三 万 二 千 八 百 三 十 一 円 、 前 年 度 比 〇 ・ 五 ％ の 減 と な っ た も の で あ り ま す 。 第 二 目 の 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 五 千

四 百 五 十 二 万 八 千 七 百 三 十 二 円 は 、 要 支 援 状 態 に あ る お 方 が お 使 い に な っ た 介 護 予 防 に 係 る 費 用 で 、 前 年 度 比 で は 二 ・

〇％の増となりました。  

  次に、第三項の高額介護サービス等諸費第一目の高額介護サービス等諸費四千二十万五千三百四十三円は、同一月内に

受 け た サ ー ビ ス の 自 己 負 担 額 が そ れ ぞ れ の 世 帯 の 所 得 状 況 に よ り 定 め ら れ て い る 額 を 超 え た 場 合 に 支 給 さ れ る も の で 、

五・八％の増となりました。  

  次に、四項の高額医療合算介護サービス等諸費第一目の高額医療合算介護サービス等諸費二百八十三万五千三百六十九

円 は 、 介 護 保 険 と 医 療 保 険 の 両 方 を 利 用 し た と き の 年 間 の 自 己 負 担 額 が 世 帯 の 所 得 状 況 に よ り 定 め ら れ て い る 額 を 超 え

た場合に支給したものであります。  

  次に、二百九十八ページをお開き願います。第五項の特定入所者介護サービス等費第一目の特定入所者介護サービス等

費 六 千 九 百 四 十 万 六 百 六 十 円 は 、 所 得 の 低 い 方 が 施 設 サ ー ビ ス 等 を 利 用 し た 場 合 に 、 保 険 料 の 段 階 に よ り 、 そ の 食 費 、

住居費等の一部を支給したものであります。  

  第三款の地域支援事業費第二項包括的支援事業・任意事業費第一目の介護予防ケアマネジメント事業費四百二十万六千

円 と 、 次 の 三 百 ペ ー ジ 、 第 二 目 の 総 合 相 談 ・ 権 利 擁 護 事 業 費 五 百 七 十 五 万 九 千 円 、 第 三 目 の 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ

メ ン ト 支 援 事 業 費 一 千 六 十 五 万 五 千 五 百 七 十 六 円 は 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 運 営 に 係 る 費 用 で あ り ま す 。 地 域 支 援 事

業 、 特 に 包 括 的 支 援 事 業 は 平 成 二 十 二 年 四 月 か ら 社 会 福 祉 協 議 会 に 委 託 し て い る 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 中 心 と な り 、

介 護 予 防 に 関 す る 事 業 、 総 合 相 談 窓 口 事 業 、 権 利 擁 護 事 業 を 実 施 し て お り ま す 。 運 営 状 況 に つ き ま し て は 、 相 談 件 数 が

前 年 度 よ り 二 百 三 十 五 件 ふ え 、 一 千 四 百 五 十 件 と な り 、 昨 年 度 と 比 較 い た し ま し て 、 一 九 ・ 三 ％ の 伸 び と な っ て い る と

ころでございます。  

  以上が平成二十五年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件の概要でございます。  
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○委員長（奈良岡文英君）  

  説明が終わりました。  

  これから質疑を行います。質疑はございませんか。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。  

  これから本案を採決いたします。本案は認定することにご異議ありませんか。  

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

○委員長（奈良岡文英君）  

  異議なしと認めます。よって、議案第六十二号は認定すべきものと決定いたしました。  

  これをもって本日の日程は予定どおり終了いたしました。  

  本日はこれにて散会いたします。  

  ご苦労さまでした。  

     散  会  午後二時四十七分  

                                                   


